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第１章 計画策定にあたって 
１ 計画策定の背景 
（１）近年の動向 
国では、平成１２年の「社会福祉法」改正により、「地域福祉の推進」が明確に位置づけら

れ、「地域福祉計画」の策定が規定されました。 
近年、少子高齢化の進行や世帯構成の変化、多様な価値観やライフスタイルの広がり、地

域住民同士のつながりの希薄化などにより、新たな課題が顕在化しており、地域を取り巻く
状況もますます多様化、複雑化しています。 
 
①誰もが支え合う地域の構築に向けた福祉サービスの実現 
平成２７年に取りまとめられた「新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」では、す

べての人が安心して暮らし続けられるまちづくり“全世代・全対象型地域包括支援”とい
う視点が示され、分野を問わない包括的な相談支援の実施や、福祉サービスを総合的に提
供できる仕組みづくりの推進などが必要であるとしています。 
 

②誰もが活躍できる全員参加型の社会の実現 
平成２８年６月に「ニッポン一億総活躍プラン」が閣議決定され、すべての人々が地域、

暮らし、生きがいをともに創り、高め合うことができる「地域共生社会」を実現していく旨
が示され、同年７月に「『我が事・丸ごと』地域共生社会実現本部」が設置されました。 
 

③改正社会福祉法の概要 
平成３０年４月に「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正す

る法律」により社会福祉法が一部改正され、「我が事・丸ごと」の地域福祉推進の理念や、
市町村が包括的な支援体制づくりに努める旨が規定されました。地域福祉計画の策定が努
力義務化されるとともに、福祉の各分野における共通事項を定めること、「地域福祉計画」
を福祉分野の上位計画として位置づけることも示されています。 
国の地域共生社会推進検討会の「最終とりまとめ」（令和元年）においては、地域住民の

複合化・複雑化した支援ニーズに対応する市町村における包括的な支援体制の構築を推進
するために、①断らない相談支援、②参加支援、③地域づくりに向けた支援による新たな
事業の創設が提言されました。これを踏まえ「重層的支援体制整備事業※」を創設すること
を含む改正社会福祉法が令和３年４月に施行されています。 
 

④孤独・孤立対策 
新型コロナウイルス感染症発生を契機とした、感染拡大による“望まない孤独”の顕在

化により、社会的な孤独・孤立問題のさらなる深刻化が懸念されています。国では総合的
な対策を推進するため、令和３年２月に「孤独・孤立対策担当室」を設置しました。 
 

このようなことから、地域福祉計画の重要性が一層高まっており、積極的な取り組みが求
められています。  
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（２）計画の基本的な考え方 
①地域福祉とは 
「地域福祉」とは、住民や地域団体、福祉事業関係者等が連携・協働しながら、地域の福

祉課題の解決に取り組む考え方です。地域福祉を進めるためには、となり近所の人にあい
さつすることや子どもの安全を地域で見守ること、何か困り事を抱えている人を手助けし
たり相談に乗ってあげることなどに取り組み、住民がお互いに支え合える関係を築くこと
が必要です。 
また、地域福祉の推進にあたっては、個人や家庭での取り組み（自助）、地域での相互の

支え合い（共助）、自助・共助では解決できない問題への対応（公助）という３つの「助け」
が互いに補い合いながら、それぞれの役割を果たしていくことが求められます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
②地域福祉計画とは 
「地域福祉計画」とは、「地域の助け合いによる福祉（地域福祉）」を推進するために、人

と人とのつながりを基本として、「顔の見える関係づくり」「ともに支え合うことができる
地域づくり」を進め、「地域共生社会の実現」を目指すための計画です。①それぞれの地域
で共生の文化を創出する挑戦、②すべての地域の構成員の参加・協働、③重層的なセーフ
ティネットの構築、④包括的な支援体制の整備、⑤福祉以外の分野との協働を通じた、「支
え手」「受け手」が固定されない、参加の場、働く場の創造、といった視点を重視しながら、
策定することが必要です。 
福祉の領域を超えた地域全体が直面する課題をあらためて共有し、地方創生の取り組み

と地域福祉を推進する取り組みを結びつけながら、地域づくりやそのための仕組みづくり
などを進める視点が重要になります。 
  

自助 

共助 

個人や家庭での取り組み 

公助 
地域での相互の支え合い 

公的なサービス 
自助・共助では解決できない 

問題への対応 
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（３）計画策定の目的 
本市は、平成２４年に「第１次輪島市地域福祉計画」、平成２９年に「第２次輪島市地域福

祉計画」を策定し、「ふれあい 助け合い 支え合う お互いさまの地域づくり」を基本目標
に掲げ、実現に向けて取り組んできました。 
平成３０年以降の地域福祉計画策定においては、国から示された「地域福祉計画策定ガイ
ドライン」に準じることや、成年後見制度利用促進計画・再犯防止推進計画などを包含する
といった、他の福祉分野では管轄外とされてしまう人たちも対象にする計画となっており、
主に以下の３点が大きく変わるポイントとして考えられます。 
 
①地域共生社会の実現を目指し、各主体と市民の具体的な連携方針を示す計画 
地域共生社会の実現には、行政だけが取り組みを進めるのではなく、地域の中で市民一

人ひとりが周りの人を支え、支えられる関係をつくること、そういった地域を支えるため
にボランティア団体や福祉関係の事業者、民生委員・児童委員などの活動が大切になりま
す。 
本計画では、これらの各主体が「どの圏域で、どういった活動をするべきか」を示し、本

市の目指す“地域共生社会”を計画内に描いていきます。 
 
②社会的に立場の弱い人たちを救うための計画 
行政の計画には、「高齢者福祉計画」「障害福祉計画」「子ども・子育て支援事業計画」な

ど、様々な福祉分野ごとの計画が策定されていますが、近年は地域・家庭が抱える課題が
多様化・複雑化し、これらの福祉分野に分類することが困難な課題も多くなっています。 
そのため、分野別計画では支えることができない、“制度の狭間”に陥った人々を支える

ことができる計画として、生活困窮者や８０５０問題※、ヤングケアラー※、一度罪を犯し
てしまった人、悩みを抱え自ら命を絶とうとしている人など、社会的に立場の弱い人たち
を支える計画として位置づけが必要です。 
 
③ウィズコロナ・アフターコロナを見据えた地域のあり方を示す計画 
令和２年から世界的に流行が拡大した新型コロナウイルス感染症によって、接触を避け

ることが推奨される中での地域福祉活動の取り組みの困難さや、人と触れ合う機会の消失
による「孤独・孤立」の増加など、深刻な健康被害や精神的なダメージを負うケースが確認
されています。 
コロナ禍で明らかになった「孤独・孤立」や、「新しい日常（ニューノーマル）」での地域

福祉活動のあり方について、しっかりとした対策や取り組みの方向性を示す必要がありま
す。 
 
このような状況を踏まえ、これまでの活動をさらに発展的に進めるとともに、新たな課題
への対応を行っていくため「第３次輪島市地域福祉計画」を策定します。 
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２ 計画の位置づけ・期間 
（１）計画の位置づけ 
地域福祉計画は、社会福祉法第１０７条に基づく市町村地域福祉計画であり、市が策定す

る行政計画です。また、成年後見制度利用促進法第１４条第１項に規定する「市町村成年後
見制度利用促進基本計画」、及び再犯防止推進法第８条第１項に規定する「地方再犯防止推進
計画」を包含するものです。 
「輪島市総合計画」の下位計画として位置づけられるほか、地域における福祉に関し共通

して取り組むべき事項について、関連する各分野別の福祉計画（輪島市介護保険事業計画（高
齢者福祉計画含む）、輪島市障害者計画・輪島市障害福祉計画・輪島市障害児福祉計画、輪島
市子ども・子育て支援事業計画、輪島市健康づくり計画、輪島市自殺防止対策計画）を横断
的につなげる計画となっており、福祉以外の様々な分野（防犯・防災、社会教育、環境、交
通、都市計画等）についても、関連事項を盛り込んだ計画となっています。 
そのため、既存の各分野別の福祉計画のように対象者が限定されるものではなく、本市に

暮らすすべての市民を対象とし、地域における福祉を推進するための基本計画となります。 
また、社会福祉法人輪島市社会福祉協議会※が策定する「地域福祉活動計画」とも連携を図

ることで、重層的な地域福祉の推進を図ります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

第３次輪島市地域福祉計画 
  （成年後見制度利用促進基本計画、 
          再犯防止推進計画 包含） 
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（２）計画の期間 
計画期間は、令和４年度から令和８年度までの５年間とします。また、計画期間中に社会
環境や国・県の方向性に大きな変化が生じた場合には、必要に応じて計画の見直しを行いま
す。 
 

年度 
計画名 

平成３０ 令和元 令和２ 令和３ 令和４ 令和５ 令和６ 令和７ 令和８ 
２０１８ ２０１９ ２０２０ ２０２１ ２０２２ ２０２３ ２０２４ ２０２５ ２０２６ 

輪島市総合計画 

         

         

輪島市地域福祉計画          

地域福祉活動計画 
〈社会福祉協議会〉 

         

介護保険事業計画 
（高齢者福祉計画含む） 

         

障害者計画          

障害福祉計画          

障害児福祉計画          

子ども・子育て支援 
事業計画 

         

自殺防止対策計画          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

第３次 

第４期 

第２次 

第７期 

第２期 第１期 第３期（予定） 

第２次 

第８期 第９期（予定） 

第５期（予定） 

第６期 第５期 第７期（予定） 

第１期 第２期 第３期（予定） 

基本構想（平成２９年度～令和８年度） 

前期基本計画（平成２９年度～令和３年度） 後期基本計画（令和４年度～令和８年度） 

第１期 第２期（予定） 

第３次 
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３ 計画の策定体制 
本計画は、次のような過程を経て、策定してきました。 
 

（１）策定委員会での検討 
関係団体などの代表、関係団体から構成される「輪島市地域福祉計画策定委員会」にお

いて、地域福祉における課題や今後の方向性を協議しました。 
 

（２）市民アンケート調査の実施 
計画策定にともない、基礎資料を得るため「『第３次輪島市地域福祉計画』策定のための

市民アンケート」を令和３年８月～９月に実施し、市内における満２０歳以上の方の福祉
に対する意識や、地域活動への参加状況などの実態を把握しました。 
①調査地域：輪島市全域 
②調査対象：無作為抽出による２０歳以上の市民３,０００人（住民基本台帳による） 
③調査期間：令和３年８月２６日（木）～９月１３日（月） 
④調査方法：郵送による配布・回収 
⑤回収結果 

調査対象者数 
（配布数） 回収数 回収率 
３,０００件 １,５１０件 ５０.３％ 

 
（３）関係団体アンケート調査の実施 

市内で地域福祉に関わる事業所や団体を対象に、状況や要望を把握するためアンケート
調査を実施しました。 
①調査地域：輪島市全域 
②調査対象：地域福祉に関わる事業所や団体３８団体 
③調査期間：令和３年９月１３日（月）～９月２７日（月） 
④調査方法：郵送による配布・回収 
⑤回収結果 

調査対象団体数 
（配布数） 回収数 回収率 
３８団体 ２９団体 ７６.３％ 

 
 

（４）パブリックコメントの実施 
パブリックコメントにおいて計画書素案を公表し、市民からの意見を募集しました。 
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29,858

27,216
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0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

（人）

年少人口（０～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳以上）

第２章 本市の現状と課題 
１ 統計データからみる本市の現状 
（１）人口等の状況 
①総人口の推移 
総人口は年々減少しており、令和２年は２４,６０８人となっています。年齢３区分でみ

ると、年少人口、生産年齢人口は減少傾向、老年人口は平成２７年まで増加傾向で推移し
ていましたが、令和２年に減少し、それぞれ１,８０７人、１１,３５１人、１１,３２７人
となっています。 
 

◆総人口及び年齢３区分別人口の推移 
 単位 平成７年 平成１２年 平成１７年 平成２２年 平成２７年 令和２年 

総人口 人 ３７,１３３ ３４,５３１ ３２,８２３ ２９,８５８ ２７,２１６ ２４,６０８ 
年少人口 

（０～１４歳） 
人 ５,１４９ ４,１３９ ３,４６８ ２,８４９ ２,２８３ １,８０７ 
％ １３.９ １２.０ １０.６ ９.６ ８.４ ７.４ 

生産年齢人口 
（１５～６４歳）

人 ２２,１１１ １９,４０１ １７,８７４ １５,６００ １３,１９８ １１,３５１ 
％ ５９.５ ５６.２ ５４.４ ５２.３ ４８.５ ４６.４ 

老年人口 
（６５歳以上） 

人 ９,８７３ １０,９８５ １１,４８１ １１,３５７ １１,７１５ １１,３２７ 
％ ２６.６ ３１.８ ３５.０ ３８.１ ４３.１ ４６.３ 

資料：国勢調査（総人口には年齢不詳含む） 
◆年齢３区分別人口の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：国勢調査（総人口には年齢不詳含む） 
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11.6 

13.8 

15.9 

18.7 

21.2

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

0

5,000

10,000

15,000

平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

（％）（世帯）

一般世帯 65歳以上の親族のいる核家族世帯割合 高齢単身世帯割合

②世帯の状況 
一般世帯数は年々減少傾向にありますが、６５歳以上の親族のいる核家族世帯、高齢単
身世帯割合は増加傾向で推移しています。 
 

◆一般世帯及び一般世帯に対する高齢者のいる世帯割合の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：国勢調査 
◆一般世帯及び高齢者のいる世帯の推移 

 単位 平成 
７年 

平成 
１２年 

平成 
１７年 

平成 
２２年 

平成 
２７年 

令和 
２年 

石川県 
令和２年 

一般世帯 世帯 １２,２８６ １２,０８９ １１,８９４ １１,３３８ １０,６４９ １０,１７２ ４６８,８３５ 

６５歳以上の親族
のいる核家族世帯 

世帯 ２,５１４ ２,９９０ ３,２７７ ３,３７４ ３,５０５ ３,４８２ １１０,４７０ 
％ ２０.５ ２４.７ ２７.６ ２９.８ ３３.１ ３４.２ ２３.６ 

高齢単身世帯 世帯 １,１２０ １,４０７ １,６３６ １,８０１ １,９９５ ２,１５４ ５２,１６９ 
％ ９.１ １１.６ １３.８ １５.９ １８.７ ２１.２ １１.１ 

資料：国勢調査 
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-564 -592 -516 -606 -817 -737

124 117 122 
97 101 90 

-551 -573 
-527 

-506 -532 

-534 

774 

714 
742 

719 

647 
623 

-911 

-850 -853 

-916 

-1,033 

-916 

-1,200

-800

-400

0

400

800

1,200

平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年

（人）

増減 出生数 死亡数 転入数 転出数

26.6 26.6 26.6 26.6 

31.8 31.8 31.8 31.8 

35.0 35.0 35.0 35.0 

38.1 38.1 38.1 38.1 

43.1 43.1 43.1 43.1 

46.3 46.3 46.3 46.3 

16.2 

18.6 

20.9 

23.7 

27.9 

29.5 

14.6 

17.4 

20.1 

23.0 

26.6 

28.0 

0.0

20.0

40.0

60.0

平成７年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和２年

（％）

輪島市 石川県 全国

③人口動態 
自然動態では死亡数が出生数を上回り、社会動態では転出数が転入数を上回って推移し

ています。特に令和元年以降は、自然動態と社会動態の増減数が７００人以上の減少とな
っています。 

 
◆自然動態、社会動態の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：輪島市人口集計表 
 
 
（２）高齢者の状況 
①高齢化率の推移 
本市の高齢化率は年々増加傾向で推移し、令和２年は４６.３％と、平成７年より１９.

７ポイントの増加となっています。また、全国、県の値を上回って推移しており、本市と全
国、県とのそれぞれの割合の差は、年々広がっています。 

 
◆高齢化率の推移（全国・県との比較） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：国勢調査 
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18.3 18.3 18.3 18.3 

18.2 18.2 18.2 18.2 

18.3 18.3 18.3 18.3 

18.6 18.6 18.6 18.6 

19.1 19.1 19.1 19.1 
19.2 19.2 19.2 19.2 

17.9 

17.8 

17.2 

17.4 

17.5 

17.7 

17.9 

18.0 
18.0 

18.3 

18.4 

18.7 

16.5

17.0

17.5

18.0

18.5

19.0

19.5

平成

27年度

平成

28年度

平成

29年度

平成

30年度

令和

元年度

令和

２年度

（％）

輪島市 石川県 全国

②要介護認定者の状況 
要介護認定者数は増減があるものの年々微増で推移し、令和２年度は２,２２０人となっ

ています。また、要介護認定率の全国、県との比較では、平成２７年度以降それぞれの値を
上回って推移しています。 
 

◆要介護認定者数及び認定率の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：介護保険事業状況報告（各年度末） 
 

◆要介護認定率の推移（全国・県との比較） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：介護保険事業状況報告（各年度末） 
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0.0
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25.0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000
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27年度

平成

28年度

平成

29年度

平成

30年度

令和

元年度

令和

２年度

（％）
（人）

認定者数（第1号被保険者） 要介護認定率
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1,596
1,548 1,549 1,519

1,407
1,369

228
247 256

257

250
255

138
146 161

172

168
152

1,962 
1,941 

1,966 
1,948 

1,825 

1,776 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

平成

27年度

平成

28年度

平成

29年度

平成

30年度

令和

元年度

令和

２年度

（人）

身体障害児・者 知的障害児・者 精神障害児・者

（３）障害児・者の状況 
障害児・者の人口は、平成２９年度以降減少傾向で推移しています。手帳所持者別では、
身体障害児・者は減少傾向、知的障害児・者及び精神障害児・者は増減があるものの増加傾
向で推移しています。 
 

◆障害児・者人口の推移 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：輪島市統計書（各年度末） 
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（４）市民活動の状況 
①地区の状況 
市内には全部で１９地区あり、公民館や自治会館を拠点にコミュニティ活動が進められ

ています。高齢化率が５割以上の地区は西保、南志見、町野、仁岸、阿岸、黒島、諸岡、門
前、本郷、浦上、七浦となっています。 
 

◆地区ごとの活動拠点や人口の状況（令和３年４月１日現在） 

地区名 活動拠点 人口 高齢者数 高齢化率 世帯数 高齢者 
独居世帯 独居率 介護 

認定率 
人 人 ％ 世帯 人 ％ ％ 

河井 輪島公民館 ３,６０３ １,３８１ ３８.３ １,７２０ ３９６ ２３.０ １９.５ 
大屋 大屋公民館 ４,９９１ １,９９９ ４０.１ ２,２３０ ５０９ ２２.８ １６.９ 
河原田 河原田公民館 １,８７１ ６８９ ３６.８ ８４１ １４８ １７.６ １６.０ 
鵠巣 鵠巣公民館 １,２９０ ５２０ ４０.３ ５６５ １０３ １８.２ １４.８ 
西保 西保公民館 ４９８ ２９５ ５９.２ ２３２ ６０ ２５.９ １８.０ 
三井＊ 三井公民館 １,６３２ ６０５ ３７.１ １,０３３ １２９ １２.５ ２１.０ 
南志見 南志見公民館 ８０７ ４４７ ５５.４ ３６６ ９３ ２５.４ ２５.１ 
町野 町野公民館 ２,２０３ １,１９８ ５４.４ ９８９ ２３２ ２３.５ １８.５ 
海士 海士町自治会館 ４３２ １３１ ３０.３ １６８ ２８ １６.７ ２３.７ 
輪島崎 港公民館 ５７４ ２３５ ４０.９ ２１７ ３４ １５.７ １６.６ 
鳳至 鳳至公民館 ２,１６２ ８７８ ４０.６ ９０２ １９０ ２１.１ １９.４ 
仁岸 剱地公民館 ６４８ ４６０ ７１.０ ３６６ １１４ ３１.１ ２２.８ 
阿岸 阿岸公民館 ４１７ ２５２ ６０.４ ２２７ ７１ ３１.３ ２５.４ 
黒島 黒島公民館 ２９１ ２１７ ７４.６ １６８ ５８ ３４.５ １４.７ 
諸岡 諸岡公民館 ７９２ ４７０ ５９.３ ４１９ １３３ ３１.７ １９.８ 
門前 門前公民館 １,４４３ ８１９ ５６.８ ７３０ ２３５ ３２.２ １８.７ 
本郷 本郷公民館 ５９１ ３５９ ６０.７ ３０８ ９８ ３１.８ １９.８ 
浦上 浦上公民館 ５１３ ３２０ ６２.４ ２５４ ７２ ２８.３ １５.３ 
七浦 七浦公民館 ４１１ ２９４ ７１.５ ２３６ ８７ ３６.９ ２０.４ 

合計 ２５,１６９ １１,５６９ ４６.０ １１,９７１ ２,７９０ ２３.３ １８.８ 
資料：輪島市人口集計表 

＊日本航空学園の在籍学生を含んだ数値を掲載しています。 
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◆地区ごとの人口の状況（令和３年４月１日現在） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：輪島市人口集計表 
 
 
②ボランティア活動 
様々な社会的背景を要因として、人々のボランティア活動に対する関心は高まりつつあ

ります。本市では、高齢者や障害のある人への支援、子育て支援等に関わるボランティア
グループが活発な活動を展開しています。また、市では手話、要約筆記等の福祉ボランテ
ィアの養成、確保に努めています。 
ボランティア登録団体数は横ばいで推移しており、令和２年度では、７２団体、１,５０４

人の方が活動しています。 
 

◆ボランティア登録団体及び登録人数の推移 
 単位 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 令和２年度 

登録団体 団体 ７１ ７３ ７５ ７３ ７２ 
登録人数 人 １,４２９ １,３２２ １,３２５ １,４８４ １,５０４ 

資料：輪島市社会福祉協議会 
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（５）各種福祉施策の状況 
①民生委員・児童委員、主任児童委員の状況 
民生委員・児童委員、主任児童委員の相談活動は、令和２年度に年間２,５４５件の相談
件数があり、分野別でみると、高齢者に関することが大多数を占めています。 
また、見守り、声かけなどを目的とした「訪問・連絡活動」は令和２年度では年間延べ 

１４,７０３件となっています。 
 

◆民生委員・児童委員、主任児童委員の相談支援活動件数（令和２年度） 
分野別の相談支援活動件数（件） 訪問活動件数（件） 

活動日数 
（日） 高齢者に 

関すること 
障害者に 

関すること 
子どもに 

関すること その他 合計 訪問・ 
連絡活動 その他 合計 

１,３８７ ６６ ４１２ ６８０ ２,５４５ １４,７０３ ６,９０９ ２１,６１２ １４,８８１ 
資料：福祉行政報告例 

 
②災害時に支援が必要な人について 
要配慮者登録者数は、１,２８１人となっており、登録割合は２３.６％となっています。 
 

   ◆要配慮者登録者数（令和３年４月現在） 
 人数(人） 登録者（人） 割合（％） 
総数 ５,４１７ １,２８１ ２３.６ 
高齢者 ３,９０９ ９４０ ２４.０ 
介護認定者 ６８２ １３４ １９.６ 
障害者 ８２６ １３７ １６.６ 
その他 - ７０ - 

資料：要配慮者登録名簿 
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２ 市民アンケート調査結果からみる状況 
 
■あなたは、となり近所の人とどの程度付き合いがありますか。（ひとつだけ○） 

全体では「世間話をする程度の人がいる」が３４.９％と最も高く、次いで「あいさつを
する程度の人はいる」が２３.７％となっています。 
年齢別にみると、概ね年齢が上がるにつれて「何でも気軽に相談し、助け合える人がい

る」が高く、２０～３０歳代では「ほとんど近所付き合いはない」が、他の年齢と比べて高
くなっています。地区別にみると、輪島市街では「何でも気軽に相談し、助け合える人がい
る」が、他の地区と比べて低くなっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊輪島市街…河井地区、鳳至地区、海士地区、輪島崎地区 

市街以外の旧輪島市…大屋地区、河原田地区、鵠巣地区、町野地区、南志見地区、三井地区、西保地区 

門前…仁岸地区、阿岸地区、黒島地区、諸岡地区、門前地区、本郷地区、浦上地区、七浦地区 
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全体（n=1,509）

男性（n=645）

女性（n=804）

20歳代（n=29）

30歳代（n=37）

40歳代（n=109）

50歳代（n=243）

60歳代（n=471）

70歳代（n=421）

80歳以上（n=165）

輪島市街*（n=459）

市街以外の

旧輪島市*（n=696）

門前*（n=311）

何でも気軽に相談し、助け合える人がいる

困ったときに相談できる人がいる

世間話をする程度の人がいる

あいさつをする程度の人はいる

ほとんど近所付き合いはない

不明・無回答

地
区
別

年
齢
別

性
別

全
体
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単位：％

何でも気

軽に相談

し、助け合

える付き

合いは必

要である

困ったとき

に相談で

きる付き

合いは必

要である

世間話を

する程度

のお付き

合いは必

要である

あいさつ

する程度

で良い

近所付き

合いは

必要ない

と思う

その他

不明・

無回答

27.1 24.4 27.5 13.3 0.9 0.7 6.1

男性（n=645） 25.7 24.2 28.5 16.1 1.1 0.6 3.7

女性（n=804） 28.6 25.0 27.6 11.9 0.9 0.6 5.3

20歳代（n=29） 13.8 17.2 27.6 24.1 3.4 3.4 10.3

30歳代（n=37） 8.1 10.8 45.9 32.4 0.0 0.0 2.7

40歳代（n=109） 15.6 30.3 29.4 20.2 0.9 0.0 3.7

50歳代（n=243） 22.6 26.7 23.5 16.9 2.5 0.8 7.0

60歳代（n=471） 26.5 25.7 28.5 13.6 0.8 0.4 4.5

70歳代（n=421） 34.0 23.5 29.5 9.0 0.2 1.2 2.6

80歳以上（n=165） 34.5 24.2 24.8 10.3 0.6 0.0 5.5

輪島市街（n=459） 20.5 21.4 33.6 18.3 1.1 0.7 4.6

市街以外の旧輪島市

（n=696）

31.2 25.4 25.6 12.2 0.7 0.4 4.5

門前（n=311） 30.5 29.3 25.1 9.0 1.0 0.6 4.5

全体（n=1,509）

性

別

年

齢

別

地

区

別

■あなたは、となり近所の人との付き合いについて、どのようにお考えですか。（ひと
つだけ○） 
全体では「世間話をする程度のお付き合いは必要である」が２７.５％と最も高く、次い

で「何でも気軽に相談し、助け合える付き合いは必要である」が２７.１％となっています。 
年齢別にみると、２０～３０歳代・６０歳代では「世間話をする程度のお付き合いは必

要である」、４０～５０歳代では「困ったときに相談できる付き合いは必要である」、７０
歳以上では「何でも気軽に相談し、助け合える付き合いは必要である」が、それぞれ最も高
くなっています。 

 
【全体・性別・年齢別・地区別】 
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単位：％

非常に強

くなった

やや強く

なった

あまり

強くなって

いない

変わって

いない

弱くなった

わからな

い

その他

不明・

無回答

1.3 5.0 6.0 43.6 19.8 18.6 0.3 5.4

男性（n=645） 1.4 5.4 6.5 43.3 23.7 15.8 0.3 3.6

女性（n=804） 1.0 4.9 5.6 43.7 16.5 21.5 0.4 6.5

20歳代（n=29） 0.0 3.4 3.4 17.2 3.4 65.5 3.4 3.4

30歳代（n=37） 0.0 5.4 5.4 35.1 8.1 45.9 0.0 0.0

40歳代（n=109） 0.0 4.6 5.5 38.5 10.1 36.7 0.0 4.6

50歳代（n=243） 0.4 5.8 6.2 39.1 21.0 22.6 0.4 4.5

60歳代（n=471） 1.9 4.7 4.5 44.6 23.6 15.9 0.0 4.9

70歳代（n=421） 1.7 4.8 8.1 46.1 22.6 10.2 0.7 5.9

80歳以上（n=165） 1.8 6.1 5.5 49.7 12.7 17.0 0.0 7.3

輪島市街（n=459） 0.9 4.1 4.6 41.6 20.0 21.8 0.9 6.1

市街以外の旧輪島市

（n=696）

1.1 3.9 6.9 45.5 20.3 17.2 0.0 5.0

門前（n=311） 2.6 8.7 5.5 42.8 18.3 17.4 0.0 4.8

全体（n=1,509）

性

別

年

齢

別

地

区

別

■あなたがお住まいの地域で、地域のつながりはこの５年間で強くなったと感じます
か。（ひとつだけ○） 
全体では「変わっていない」が４３.６％と最も高く、次いで「弱くなった」が１９.８％

となっています。 
性別にみると、「弱くなった」では男性が女性を７.２ポイント上回っています。 

 
【全体・性別・年齢別・地区別】 
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29.0

40.6

19.4

10.3

18.9

14.7

25.9

31.8

36.6

21.2

24.8

30.0

34.4

28.6

25.4

31.6

6.9

16.2

25.7

30.5

34.0

28.3

20.6

29.6

27.7

28.6

4.8

5.3

4.6

3.4

5.4

10.1

7.0

3.2

4.5

3.6

5.0

4.3

5.1

32.2

25.0

38.1

75.9

59.5

45.0

32.5

26.1

24.2

47.9

34.9

32.6

27.3

5.4

3.7

6.3

3.4

0.0

4.6

4.1

4.9

6.4

6.7

5.7

5.3

4.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=1,509）

男性（n=645）

女性（n=804）

20歳代（n=29）

30歳代（n=37）

40歳代（n=109）

50歳代（n=243）

60歳代（n=471）

70歳代（n=421）

80歳以上（n=165）

輪島市街（n=459）

市街以外の

旧輪島市（n=696）

門前（n=311）

参加している 活動内容により参加している

気が向いたときに参加している 参加していない（しなくなった）

不明・無回答

地
区
別

年
齢
別

性
別

全
体

■あなたは、地域で行われている活動に参加していますか。（ひとつだけ○） 
全体では「参加していない（しなくなった）」が３２.２％と最も高く、次いで「参加して

いる」が２９.０％となっています。 
性別にみると、「参加している」では男性が女性を２１.２ポイント上回っています。年

齢別にみると、２０歳代では「参加していない（しなくなった）」、６０～７０歳代では「参
加している」が、それぞれ他の年齢と比べて高くなっています。地区別にみると、輪島市
街・市街以外の旧輪島市では「参加していない（しなくなった）」、門前では「参加してい
る」がそれぞれ最も高くなっています。 
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単位：％

時間に

余裕が

ない

介護が必

要な家族

がいる

子育てで

忙しい

家族の

理解が

得られな

い

自分が

健康では

ない

一緒に

活動する

仲間が

いない

活動経費

など金銭

的余裕が

ない

行政の

協力が

なければ

できない

知識や

技術を学

べる機会

がない

31.1 6.6 3.5 0.4 28.2 14.2 6.2 1.6 2.1

男性（n=161） 23.0 6.8 1.2 0.0 26.1 14.9 5.6 1.2 1.9

女性（n=306） 35.9 6.9 4.9 0.7 28.4 13.7 6.5 1.3 2.0

20歳代（n=22） 63.6 0.0 4.5 0.0 0.0 9.1 13.6 0.0 0.0

30歳代（n=22） 40.9 0.0 22.7 4.5 4.5 9.1 0.0 0.0 4.5

40歳代（n=49） 49.0 2.0 16.3 0.0 4.1 10.2 6.1 0.0 2.0

50歳代（n=79） 45.6 7.6 1.3 0.0 15.2 24.1 7.6 0.0 0.0

60歳代（n=123） 35.8 8.1 0.8 0.0 18.7 13.8 7.3 0.0 0.0

70歳代（n=102） 16.7 9.8 1.0 1.0 46.1 12.7 6.9 4.9 4.9

80歳以上（n=79） 3.8 6.3 0.0 0.0 64.6 12.7 2.5 3.8 2.5

輪島市街（n=160） 28.7 6.3 2.5 0.0 27.5 11.3 7.5 1.9 1.9

市街以外の旧輪島市

（n=227）

31.3 6.6 4.8 0.9 24.2 12.8 5.7 1.8 1.3

門前（n=85） 30.6 8.2 2.4 0.0 42.4 24.7 5.9 1.2 3.5

生きがい

や充実感

が得られ

ない

活動した

いが、どこ

に行けば

良いかわ

からない

どのような

活動が

行われて

いるか

知らない

その他

不明・

無回答

6.2 3.5 27.2 11.7 4.7

男性（n=161） 8.1 3.7 31.1 11.8 5.6

女性（n=306） 5.2 3.3 25.5 11.8 4.2

20歳代（n=22） 4.5 4.5 36.4 9.1 0.0

30歳代（n=22） 9.1 4.5 68.2 18.2 0.0

40歳代（n=49） 8.2 2.0 49.0 8.2 2.0

50歳代（n=79） 1.3 7.6 27.8 15.2 5.1

60歳代（n=123） 8.1 2.4 22.0 14.6 6.5

70歳代（n=102） 8.8 3.9 23.5 8.8 3.9

80歳以上（n=79） 2.5 1.3 11.4 7.6 6.3

輪島市街（n=160） 3.8 5.6 30.0 13.8 5.6

市街以外の旧輪島市

（n=227）

5.3 2.6 30.0 12.3 4.4

門前（n=85） 12.9 2.4 16.5 5.9 3.5

全体（n=486）

性

別

年

齢

別

地

区

別

全体（n=486）

性

別

年

齢

別

地

区

別

■活動に参加していない（しなくなった）理由は何ですか。（３つまで○） 
 全体では「時間に余裕がない」が３１.１％と最も高く、次いで「自分が健康ではない」
が２８.２％となっています。 
性別にみると、「時間に余裕がない」では女性が男性を１２.９ポイント上回っています。

年齢別にみると、３０～４０歳代では「子育てで忙しい」、５０歳代では「一緒に活動する
仲間がいない」、７０歳以上では「自分が健康ではない」が、それぞれ他の年齢と比べて高
くなっています。地区別にみると、門前では「自分が健康ではない」が、他の地区と比べて
高くなっています。 

 
【全体・性別・年齢別・地区別】 
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単位：％

地域住民

間のコミュ

ニケーショ

ンがとれ

ていない

地区の活

動が活発

でない（子

育て支

援、高齢

者福祉、

防災など）

世代間の

交流が

できて

いない

自然や歴

史・伝統

文化が

ない

買い物な

ど日常生

活が不便

である

公共施設

が整備

されて

いない

困ったとき

に相談の

場が身近

にない

診療所な

ど医療機

関が遠い

デイサー

ビスなど

社会福祉

施設が

遠い

10.7 12.1 12.4 1.9 24.3 8.6 9.0 22.7 6.3

男性（n=645） 12.2 14.6 15.5 2.6 26.4 9.9 9.0 25.0 7.0

女性（n=804） 9.2 9.8 9.6 1.4 23.3 7.6 8.7 21.4 6.0

20歳代（n=29） 6.9 10.3 10.3 0.0 17.2 10.3 0.0 10.3 6.9

30歳代（n=37） 8.1 10.8 10.8 2.7 24.3 5.4 10.8 8.1 0.0

40歳代（n=109） 8.3 11.0 6.4 0.9 29.4 8.3 4.6 21.1 6.4

50歳代（n=243） 9.1 11.1 11.5 1.2 27.2 11.1 11.1 25.1 7.8

60歳代（n=471） 10.6 14.4 13.2 1.9 24.4 9.6 6.6 23.1 7.2

70歳代（n=421） 12.4 12.8 14.0 2.4 22.1 6.9 9.7 23.0 4.5

80歳以上（n=165） 11.5 6.1 11.5 1.8 23.6 6.7 14.5 23.6 7.3

輪島市街（n=459） 14.4 16.6 15.5 3.1 10.5 5.7 9.4 12.4 3.7

市街以外の旧輪島市

（n=696）

9.1 9.5 10.8 1.3 27.6 10.5 9.1 28.7 8.0

門前（n=311） 9.3 11.3 11.6 1.6 37.9 8.7 8.7 25.1 6.1

バスなど

の公共交

通が不便

である

公園や緑

地が整備

されて

いない

公共施設

などのバリ

アフリー

（段差をな

くす、エレ

ベーターを

設置する

など）が整

備されて

いない

その他

不明・

無回答

30.7 9.0 3.8 6.7 20.8

男性（n=645） 30.5 8.4 4.0 7.0 15.8

女性（n=804） 31.5 9.6 4.0 6.8 24.0

20歳代（n=29） 27.6 17.2 0.0 13.8 20.7

30歳代（n=37） 32.4 16.2 2.7 13.5 8.1

40歳代（n=109） 34.9 14.7 4.6 10.1 11.0

50歳代（n=243） 34.2 11.1 4.9 8.2 14.4

60歳代（n=471） 33.8 8.9 5.1 6.4 20.0

70歳代（n=421） 25.9 6.2 2.9 5.2 25.4

80歳以上（n=165） 27.9 7.3 2.4 5.5 28.5

輪島市街（n=459） 10.2 11.3 3.9 8.7 27.7

市街以外の旧輪島市

（n=696）

35.2 8.3 3.6 6.5 19.7

門前（n=311） 49.8 7.1 4.8 4.8 12.9

全体（n=1,509）

性

別

年

齢

別

地

区

別

全体（n=1,509）

性

別

年

齢

別

地

区

別

■あなたがお住まいの地区で、気になるところ（不安や不満）はどんなところですか。
（３つまで○） 
全体では「バスなどの公共交通が不便である」が３０.７％と最も高く、次いで「買い物

など日常生活が不便である」が２４.３％となっています。 
性別にみると、「世代間の交流ができていない」では男性が女性を５.９ポイント上回っ

ています。地区別にみると、輪島市街では「地区の活動が活発でない（子育て支援、高齢者
福祉、防災など）」、市街以外の旧輪島市・門前では「バスなどの公共交通が不便である」
が、それぞれ最も高くなっています。 

 

【全体・性別・年齢別・地区別】 
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単位：％

子どもの

遊び場が

ない

子どもの

いじめや

不登校

ゴミ処理

や犬のフ

ンの後始

末、違法

駐車など

の住民

マナー

町内会

（自治会）

などの役

員のなり

手がない

ひとり暮ら

しや高齢

世帯への

見守り・

支援

障がい者

（児）への

見守り・

支援

ひとり親家

庭への

支援

ひきこもり

の人への

見守り・

支援

高齢者や

子どもへ

の虐待

防止

9.6 3.3 14.4 17.7 26.0 3.4 5.8 5.0 1.9

男性（n=645） 9.0 3.9 16.4 23.7 29.3 4.7 8.2 4.3 2.2

女性（n=804） 10.0 3.1 12.6 13.1 23.5 2.6 4.1 5.6 1.6

20歳代（n=29） 6.9 13.8 20.7 6.9 10.3 6.9 6.9 6.9 6.9

30歳代（n=37） 29.7 16.2 8.1 13.5 18.9 5.4 5.4 5.4 5.4

40歳代（n=109） 17.4 10.1 13.8 13.8 18.3 0.9 9.2 2.8 2.8

50歳代（n=243） 9.5 5.3 16.5 16.5 29.6 4.5 4.9 6.2 3.3

60歳代（n=471） 10.0 1.7 15.3 20.8 27.4 3.8 5.5 5.5 1.1

70歳代（n=421） 6.4 1.7 15.0 19.2 25.4 2.9 6.2 4.5 1.4

80歳以上（n=165） 6.7 0.6 9.1 13.3 27.9 3.0 4.8 4.2 1.2

輪島市街（n=459） 9.8 4.8 23.1 16.6 21.1 4.4 5.7 4.6 2.8

市街以外の旧輪島市

（n=696）

11.1 3.0 11.8 17.1 27.0 2.2 5.6 3.7 1.9

門前（n=311） 5.5 1.9 7.4 21.9 31.5 5.5 6.8 8.4 0.6

移動手段

がない人

への移動

支援

火災予防

や災害時

の避難

支援

通行する

のに危険

な通学路

や歩道の

整備

今後の暮

らしや福

祉のことを

身近で相

談できる

人が

いない

特にない その他

不明・

無回答

30.1 16.8 11.0 13.1 17.2 3.0 10.5

男性（n=645） 31.5 19.8 11.9 14.0 16.0 3.3 7.9

女性（n=804） 29.2 14.9 10.0 12.2 18.9 2.7 11.9

20歳代（n=29） 13.8 10.3 31.0 3.4 20.7 10.3 10.3

30歳代（n=37） 21.6 13.5 29.7 2.7 21.6 2.7 0.0

40歳代（n=109） 33.9 16.5 19.3 11.0 18.3 2.8 8.3

50歳代（n=243） 33.7 18.5 14.8 11.5 14.8 3.7 8.6

60歳代（n=471） 32.5 17.0 9.6 11.9 17.6 2.8 7.6

70歳代（n=421） 27.1 17.6 7.6 14.7 17.6 2.6 13.1

80歳以上（n=165） 25.5 16.4 4.2 18.8 18.8 1.8 16.4

輪島市街（n=459） 17.4 14.8 12.6 11.1 21.8 3.5 10.2

市街以外の旧輪島市

（n=696）

32.9 18.2 12.6 13.5 16.7 2.7 10.3

門前（n=311） 41.2 18.3 5.1 14.8 13.2 2.6 9.6

全体（n=1,509）

性

別

年

齢

別

地

区

別

全体（n=1,509）

性

別

年

齢

別

地

区

別

■あなたがお住まいの地区で、具体的に「この課題は解決してほしい」と感じている
ことは何ですか。（○はいくつでも） 
全体では「移動手段がない人への移動支援」が３０.１％と最も高く、次いで「ひとり暮

らしや高齢世帯への見守り・支援」が２６.０％となっています。 
性別にみると、「町内会（自治会）などの役員のなり手がない」では男性が女性を１０.６

ポイント上回っています。年齢別にみると、２０歳代では「通行するのに危険な通学路や
歩道の整備」、３０歳代では「子どもの遊び場がない」「通行するのに危険な通学路や歩道
の整備」、８０歳以上では「ひとり暮らしや高齢世帯への見守り・支援」、その他の年齢では
「移動手段がない人への移動支援」が、それぞれ最も高くなっています。地区別にみると、
輪島市街では「ゴミ処理や犬のフンの後始末、違法駐車などの住民マナー」、市街以外の旧
輪島市・門前では「移動手段がない人への移動支援」がそれぞれ最も高くなっています。 

 
【全体・性別・年齢別・地区別】 
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31.0

29.9

32.5

24.1

21.6

31.2

35.8

30.4

34.0

21.2

29.6

30.7

33.8

37.4

38.1

36.6

37.9

43.2

36.7

34.2

39.9

38.0

32.1

37.7

38.8

33.8

27.0

28.7

25.9

37.9

35.1

32.1

28.0

26.8

22.3

33.3

28.5

25.7

28.3

4.6

3.3

5.1

0.0

0.0

0.0

2.1

3.0

5.7

13.3

4.1

4.7

4.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=1,509）

男性（n=645）

女性（n=804）

20歳代（n=29）

30歳代（n=37）

40歳代（n=109）

50歳代（n=243）

60歳代（n=471）

70歳代（n=421）

80歳以上（n=165）

輪島市街（n=459）

市街以外の

旧輪島市（n=696）

門前（n=311）

どういった制度なのか知っている

制度の名称を聞いたことはあるが、内容は知らない

名称も内容も知らない（この調査で知った）

不明・無回答

地
区
別

年
齢
別

性
別

全
体

■あなたは、判断能力が不十分な高齢者や障害のある人の権利を保護する「成年後見
制度」を知っていますか。（ひとつだけ○） 
全体では「制度の名称を聞いたことはあるが、内容は知らない」が３７.４％と最も高く、
次いで「どういった制度なのか知っている」が３１.０％となっています。 
年齢別にみると、２０～７０歳代では年齢が上がるにつれて「名称も内容も知らない（こ

の調査で知った）」が低くなっています。地区別にみると、輪島市街・市街以外の旧輪島市
では「制度の名称を聞いたことはあるが、内容は知らない」、門前では「どういった制度な
のか知っている」「制度の名称を聞いたことはあるが、内容は知らない」が、それぞれ最も
高くなっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



23 

73.2

69.6

76.0

75.9

83.8

75.2

78.6

76.4

71.5

57.0

75.2

73.6

69.8

1.2

2.5

0.1

0.0

2.7

2.8

0.4

0.8

1.9

0.0

1.1

0.9

1.6

1.5

2.5

0.7

3.4

0.0

0.0

1.6

2.3

1.4

0.6

1.3

1.1

2.9

15.6

17.8

14.6

17.2

10.8

16.5

14.8

14.9

14.5

23.0

15.0

15.9

16.4

0.4

0.3

0.5

0.0

0.0

1.8

0.4

0.4

0.2

0.0

0.7

0.3

0.3

8.2

7.3

8.1

3.4

2.7

3.7

4.1

5.1

10.5

19.4

6.8

8.2

9.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=1,509）

男性（n=645）

女性（n=804）

20歳代（n=29）

30歳代（n=37）

40歳代（n=109）

50歳代（n=243）

60歳代（n=471）

70歳代（n=421）

80歳以上（n=165）

輪島市街（n=459）

市街以外の

旧輪島市（n=696）

門前（n=311）

必要な制度だと思う 必要のない制度だと思う

生活困窮者の問題や制度に関心がない わからない

その他 不明・無回答

地
区
別

年
齢
別

性
別

全
体

■あなたは、生活困窮者の問題や支援制度についてどう思われますか。（ひとつだけ○） 
全体では「必要な制度だと思う」が７３.２％と最も高く、次いで「わからない」が１５.６％

となっています。 
性別にみると、「必要な制度だと思う」では女性が男性を６.４ポイント上回っています。

年齢別にみると、いずれの年齢も「必要な制度だと思う」が最も高く、３０歳代では８割を
超えています。 
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7.2

7.3

7.3

6.9

0.0

5.5

7.4

8.3

8.1

5.5

5.0

6.8

12.2

11.9

12.7

11.2

3.4

8.1

8.3

8.6

11.0

16.6

12.1

12.0

12.8

10.3

73.5

73.6

73.4

86.2

91.9

83.5

80.7

75.2

66.3

62.4

76.5

72.8

69.5

7.5

6.4

8.1

3.4

0.0

2.8

3.3

5.5

9.0

20.0

6.5

7.6

8.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=1,509）

男性（n=645）

女性（n=804）

20歳代（n=29）

30歳代（n=37）

40歳代（n=109）

50歳代（n=243）

60歳代（n=471）

70歳代（n=421）

80歳以上（n=165）

輪島市街（n=459）

市街以外の

旧輪島市（n=696）

門前（n=311）

言葉も内容も知っている

言葉は聞いたことがあるが、内容は知らない

言葉も内容も知らない（この調査で知った）

不明・無回答

地
区
別

年
齢
別

性
別

全
体

■あなたは、「要配慮者台帳登録制度※」を知っていますか。（ひとつだけ○） 
全体では「言葉も内容も知らない（この調査で知った）」が７３.５％と最も高く、次いで

「言葉は聞いたことがあるが、内容は知らない」が１１.９％となっています。 
年齢別にみると、７０歳代では「言葉は聞いたことがあるが、内容は知らない」が、他の

年齢と比べて高くなっています。地区別にみると、門前では「言葉も内容も知っている」
が、他の地区と比べて高くなっています。 
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12.2

12.7

12.3

24.1

21.6

12.8

16.0

9.6

12.8

9.1

13.9

10.6

14.1

45.7

46.4

44.2

37.9

43.2

45.9

42.4

48.0

48.7

37.0

45.1

45.7

44.7

34.7

34.4

35.4

37.9

35.1

36.7

38.3

38.2

28.5

34.5

35.1

36.4

31.5

7.4

6.5

8.1

0.0

0.0

4.6

3.3

4.2

10.0

19.4

5.9

7.3

9.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=1,509）

男性（n=645）

女性（n=804）

20歳代（n=29）

30歳代（n=37）

40歳代（n=109）

50歳代（n=243）

60歳代（n=471）

70歳代（n=421）

80歳以上（n=165）

輪島市街（n=459）

市街以外の

旧輪島市（n=696）

門前（n=311）

言葉も取組内容も知っている

言葉は聞いたことがあるが、内容は知らない

言葉も内容も知らない（この調査で知った）

不明・無回答

地
区
別

年
齢
別

性
別

全
体

■あなたは、再犯防止対策について知っていますか。（ひとつだけ○） 
全体では「言葉は聞いたことがあるが、内容は知らない」が４５.７％と最も高く、次い

で「言葉も内容も知らない（この調査で知った）」が３４.７％となっています。 
年齢別にみると、２０～３０歳代では「言葉も取組内容も知っている」が、他の年齢と比

べて高くなっています。 
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3.1

4.0

2.4

0.0

5.4

3.7

3.7

1.5

4.0

4.2

2.8

2.7

4.2

11.5

13.0

10.8

27.6

18.9

17.4

12.8

9.3

10.2

12.1

12.9

10.6

11.6

38.4

35.7

40.8

24.1

21.6

33.0

37.0

40.1

42.5

34.5

35.1

41.2

37.3

33.3

34.9

32.5

31.0

40.5

38.5

37.4

38.2

28.7

22.4

35.9

32.5

33.1

3.6

4.3

3.1

3.4

8.1

3.7

2.5

3.2

2.4

9.1

3.5

3.3

4.5

10.1

8.1

10.4

13.8

5.4

3.7

6.6

7.6

12.1

17.6

9.8

9.6

9.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体（n=1,509）

男性（n=645）

女性（n=804）

20歳代（n=29）

30歳代（n=37）

40歳代（n=109）

50歳代（n=243）

60歳代（n=471）

70歳代（n=421）

80歳以上（n=165）

輪島市街（n=459）

市街以外の

旧輪島市（n=696）

門前（n=311）

常に感じている たまに感じている あまり感じていない

全く感じていない わからない 不明・無回答

地
区
別

年
齢
別

性
別

全
体

■コロナ禍の中で他者とのつながり・コミュニケーションが制限される中で、「自分
は孤立している」「自分は孤独である」と感じることはありますか。（ひとつだけ○） 
全体では「あまり感じていない」が３８.４％と最も高く、次いで「全く感じていない」

が３３.３％となっています。 
年齢別にみると、２０～４０歳代では『感じている』（「常に感じている」と「たまに感じ

ている」の計）が２割台と、他の年齢と比べて高くなっています。 
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単位：％

直接相談

できる

専門家の

情報が

ほしい

身体介

護・生活

介護をして

ほしい

近所の住

民と関わ

るきっかけ

を作って

ほしい

子育てに

関する

情報が

欲しい

相談に

乗って

ほしい

話し相手

になって

ほしい

就労・復

帰支援を

してほしい

就学・復

学支援を

してほしい

介護に関

する情報

が欲しい

36.5 15.8 7.5 4.7 11.6 8.5 6.1 3.0 20.7

男性（n=645） 38.1 20.5 8.1 5.1 13.5 8.4 7.1 4.0 21.9

女性（n=804） 35.6 12.3 6.8 4.5 10.6 8.6 5.5 2.2 19.0

20歳代（n=29） 13.8 10.3 13.8 27.6 10.3 3.4 13.8 6.9 10.3

30歳代（n=37） 32.4 5.4 5.4 24.3 2.7 8.1 8.1 8.1 10.8

40歳代（n=109） 33.0 11.9 13.8 14.7 12.8 9.2 11.9 11.0 16.5

50歳代（n=243） 44.9 14.4 8.6 5.3 9.5 7.4 8.6 3.3 20.2

60歳代（n=471） 37.2 18.7 5.5 3.0 11.7 8.1 6.8 2.3 22.7

70歳代（n=421） 35.6 15.4 7.8 1.4 13.3 8.8 3.1 1.2 20.7

80歳以上（n=165） 32.1 15.2 6.1 2.4 12.7 10.9 2.4 1.8 21.8

輪島市街（n=459） 39.0 14.2 7.0 4.8 9.8 6.5 7.0 3.7 18.7

市街以外の旧輪島市

（n=696）

36.5 16.1 7.9 4.7 11.9 8.2 5.3 2.0 22.6

門前（n=311） 33.8 17.4 6.8 4.2 14.5 12.2 6.1 3.9 19.3

買い物や

病院への

移動を

手伝って

ほしい

日々の

生活を見

守って

ほしい

特にない その他

不明・

無回答

22.7 13.6 19.2 0.9 13.4

男性（n=645） 23.1 11.9 20.6 0.6 10.2

女性（n=804） 22.8 14.8 18.7 1.1 15.0

20歳代（n=29） 6.9 6.9 37.9 0.0 6.9

30歳代（n=37） 13.5 8.1 40.5 0.0 5.4

40歳代（n=109） 22.0 15.6 25.7 0.9 2.8

50歳代（n=243） 21.8 14.0 20.2 2.1 7.4

60歳代（n=471） 25.9 12.1 17.4 0.8 11.3

70歳代（n=421） 22.6 13.8 16.6 0.7 19.0

80歳以上（n=165） 21.2 17.6 18.8 0.0 19.4

輪島市街（n=459） 15.9 10.0 23.5 0.4 11.8

市街以外の旧輪島市

（n=696）

23.4 14.5 17.4 1.0 13.5

門前（n=311） 32.5 16.7 17.0 1.3 12.5

全体（n=1,509）

性

別

年

齢

別

地

区

別

全体（n=1,509）

性

別

年

齢

別

地

区

別

■今後、地域の中でどのような支援や支え合いがあると良いと感じていますか。（○
はいくつでも） 
全体では「直接相談できる専門家の情報がほしい」が３６.５％と最も高く、次いで「買

い物や病院への移動を手伝ってほしい」が２２.７％となっています。 
性別にみると、「身体介護・生活介護をしてほしい」では男性が女性を８.２ポイント上
回っています。年齢別にみると、２０～３０歳代では「子育てに関する情報が欲しい」が、
他の年齢と比べて高くなっています。地区別にみると、門前では「買い物や病院への移動
を手伝ってほしい」が、他の地区と比べて高くなっています。 

 
【全体・性別・年齢別・地区別】 
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単位：％

日頃から

行き来が

あるくらい

に親しく

したい

いざという

ときに助け

合えるくら

いに親しく

したい

会えば立

ち話をする

程度に親

しくしたい

会えばあ

いさつや

おじぎをす

る程度に

付き合い

たい

生活時間

帯が違う

ので近所

付き合い

は難しい

近所付き

合いは

したくない

その他

不明・

無回答

13.4 39.7 16.4 15.9 3.0 0.9 1.0 9.7

男性（n=645） 13.5 39.1 16.9 17.4 3.3 0.8 1.1 8.1

女性（n=804） 13.6 39.4 16.5 15.5 3.0 1.0 0.9 10.1

20歳代（n=29） 3.4 34.5 6.9 31.0 13.8 3.4 0.0 6.9

30歳代（n=37） 2.7 27.0 18.9 29.7 18.9 0.0 0.0 2.7

40歳代（n=109） 1.8 46.8 14.7 28.4 4.6 0.9 1.8 0.9

50歳代（n=243） 7.8 44.0 15.6 22.2 2.5 2.1 0.0 5.8

60歳代（n=471） 12.5 47.1 13.6 14.2 3.6 0.6 0.6 7.6

70歳代（n=421） 18.5 30.4 22.6 11.9 1.0 0.2 1.7 13.8

80歳以上（n=165） 21.2 34.5 14.5 9.1 1.8 1.2 1.8 15.8

輪島市街（n=459） 7.8 37.5 20.5 19.6 4.1 1.5 1.1 7.8

市街以外の旧輪島市

（n=696）

14.5 41.1 15.4 14.9 3.0 0.7 0.4 9.9

門前（n=311） 19.0 40.8 14.5 11.6 1.6 0.3 2.3 10.0

全体（n=1,509）

性

別

年

齢

別

地

区

別

■近所の人と、どのような関係を望んでいますか。（ひとつだけ○） 
全体では「いざというときに助け合えるくらいに親しくしたい」が３９.７％と最も高く、
次いで「会えば立ち話をする程度に親しくしたい」が１６.４％となっています。 
年齢別にみると、３０歳代では「会えばあいさつやおじぎをする程度に付き合いたい」、

その他の年齢では「いざというときに助け合えるくらいに親しくしたい」が、それぞれ最
も高くなっています。 

 
【全体・性別・年齢別・地区別】 
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３ 関係団体アンケート調査結果からみる状況 
 
■活動を行う上で、貴団体が課題だと感じていることや困っていることはありますか。
（○はいくつでも） 
「新たな会員等の確保が難しい」が５１.７％と最も高く、次いで「リーダーや役員のな

り手がいない」が３７.９％となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊新しい生活様式とは、新型コロナウイルスの感染拡大を長期的に防ぐために必要とされる、行動変容の規範

（ルール）のこと。「一人ひとりの基本的感染対策」、「日常生活を営む上での基本的生活様式」、「日常生活の

各場面別の生活様式」、「働き方の新しいスタイル」の４つの分類が政府より示されている。 

 
 
  

51.7

24.1

37.9

24.1

6.9

20.7

27.6

3.4

6.9

3.4

10.3

17.2

13.8

24.1

10.3

0% 20% 40% 60%

新たな会員等の確保が難しい

会員の減少や高齢化により活動ができなくなっている

リーダーや役員のなり手がいない

活動の時間をつくりづらい

人間関係が難しい

適切な指導者や講師がいない

活動の目標等の共有が図りにくい

適当な活動場所が近くにない

必要な情報が得られない

情報発信ができない

活動が地域のために生かされていない

費用がかかる

*新しい生活様式にあわせた活動方法がわからない

その他

不明・無回答

関係団体（n=29）



30 

■あなたは、本市の地域のつながりはこの５年間で強くなったと感じますか。（ひと
つだけ○） 
「変わっていない」が３７.９％と最も高く、次いで「やや強くなった」「弱くなった」が

ともに２０.７％となっています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

3.4

20.7

6.9

37.9

20.7

10.3

0.0

0.0

0% 10% 20% 30% 40%

非常に強くなった

やや強くなった

あまり強くなっていない

変わっていない

弱くなった

わからない

その他

不明・無回答

関係団体（n=29）
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17.2

6.9

10.3

37.9

34.5

24.1

44.8

58.6

17.2

51.7

41.4

31.0

48.3

17.2

55.2

41.4

65.5

6.9

3.4

3.4

0% 20% 40% 60% 80%

子どもや高齢者、障害のある人に対する

虐待を見たり聞いたりする

虐待が疑われる家庭があってもどのように

対応したらいいかわからない

どこに相談すればいいのか、相談先が

わからない

障害のある人に対する理解が不足している

生活にお困りの人や、ひきこもりの人など

への支援が不十分

ヤングケアラー、日本語が母語でない、性的マ

イノリティなど、様々な困り感や多様性のある

子どもへの配慮や支援が不足している

新型コロナウイルスの影響で、外出を控える

など孤立する人が増えている

ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯

への見守りや支援が必要

認知症高齢者に対して、どのように接して

いいかがわからない

障害のある人が自立して生活を送ることが

できる支援が必要

地域の中で障害の有無にかかわらず、

交流をしたり活動ができる環境の整備

障害の早期発見や早期治療ができる

医療の体制が必要

大規模な風水害や地震時の避難と安否確認

等、防災対策に不安がある

犯罪の増加や交通マナーの乱れが

感じられる

空き家対策や耕作放棄地、獣害、

樹木の未伐採などの生活環境に不安がある

交通の便や、買い物・通院・行事参加など

への移動手段に関して不安がある

車に乗ることができなくなった時の

移動手段に不安がある

その他

特になし

不明・無回答

関係団体（n=29）

17.2

48.3

34.5

31.0

20.7

20.7

41.4

44.8

13.8

24.1

58.6

17.2

20.7

24.1

27.6

0% 20% 40% 60% 80%

健康づくりに対する意識が低い

健康や老後の生活に関して不安を

持っている人が多い

健康や福祉に関するサービスなどの

情報が市民の人に知られていない

福祉や地域のささえあいに対する

理解や関心が低い

地域の中で気軽に集まれる

場が少ない

隣近所との交流が少ない

若い人や子どもが少なく世代間の

交流が少ない

町内会（自治会）などの地域の活動が

衰退している

行政サービスや地域の情報などが

入手しづらい

子どもの見守りなど、地域で子どもを

守っていく体制が少ない

子どもを取り巻く環境（インターネット・

スマホ・ゲームなど）に関して

不安がある

就労している人の子どもを預かる

施設の整備（放課後児童クラブ、

一時預かり、病児保育等）が少ない

子育て世帯同士がつながりあえる

環境が少ない

子どもの遊び場・居場所が少ない

子育て支援に関する情報が少ない

関係団体（n=29）

健

康

づ

く

り 

社

会

問

題 

地

域

の

つ

な

が

り 

高

齢

者 

障

害

の

あ

る

人 

子

育

て 

防

犯

・

防

災 

生

活

環

境 

そ

の

他 

■貴団体の活動を通じ、どんなことが地域の課題だと感じますか。（○はいくつでも） 
「車に乗ることができなくなった時の移動手段に不安がある」が６５.５％と最も高く、
次いで「子どもを取り巻く環境（インターネット・スマホ・ゲームなど）に関して不安があ
る」「ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみの世帯への見守りや支援が必要」がともに５８.
６％となっています。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



32 

30.0

66.7

16.7

33.3

40.0

30.0

30.0

16.7

53.3

0% 20% 40% 60% 80%

スポーツや文化教養活動の環境整備

健康づくりや医療など安心して

暮らせる環境づくり

広報紙やホームページ、ガイドブック等

を活用した情報の充実

福祉教育や認知症サポーター養成講座

等を通じた、ささえあい意識の向上

地域の人が交流できる場の整備

サロン活動や地域交流イベントの

開催

公園や緑地などの自然環境の整備

町内会（自治会）などの

自治組織等の整備

地域のネットワークづくり、

見守り体制の整備

関係団体（n=30）

60.0

56.7

30.0

43.3

43.3

56.7

33.3

53.3

16.7

60.0

43.3

13.3

0.0

0.0

0% 20% 40% 60% 80%

子育て支援、教育の充実など、

子育てしやすい環境づくり

支援を必要とする人への支援・

見守り体制の整備

生活に困った人や虐待などの福祉に

関する総合窓口の設置、健康づくりや

福祉に関する総合相談窓口の整備

高齢者・障害者福祉の充実及び地域の

ニーズに見合ったサービスの提供

民生委員・児童委員をはじめとした

関係機関等との連携強化による

要支援者の適切な把握

災害時における避難体制の整備

交通安全教育の徹底及び警察や

地域防犯団体等との連携による

安心なまちづくり

空き家対策や道路整備など、安心して

暮らせる生活環境の整備

道路や建物のバリアフリー整備

買い物・通院・行事などへの

移動手段としての公共交通の整備

雇用の場の確保など地域活性化や

定住促進の取り組み

その他

特になし

不明・無回答

関係団体（n=30）

健

康

づ

く

り 

支

援

や

サ

)

ビ

ス 

地

域

の

つ

な

が

り 

防

犯

・

防

災 

生

活

環

境 

そ

の

他 

■貴団体の活動を通じて、誰もが安心して暮らし続けるためには、どのようなことが
必要だと考えますか。（○はいくつでも） 
「健康づくりや医療など安心して暮らせる環境づくり」が６６.７％と最も高く、次いで

「子育て支援、教育の充実など、子育てしやすい環境づくり」「買い物・通院・行事などへ
の移動手段としての公共交通の整備」がともに６０.０％となっています。 
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■コロナ禍が長期化する中、人との交流機会の減少による社会的孤立の問題が深刻化
しています。実際にコロナ禍によって生じた孤立等に関する相談はありましたか。
（ひとつだけ○） 
「あった」が２４.１％、「なかった」が６５.５％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

【「あった」を選んだ人】 
■相談内容はどのようなものでしたか。（○はいくつでも） 

「外出自粛による運動不足や、将来的不安、生活の変化等によるストレスなど、心身の
健康に関する問題」「子どもの人間関係やしつけ、学校教育など、子育てに関する問題」が
ともに５７.１％（４件）、「離職や減給などによる経済面に関する問題」が２８.６％（２
件）、「福祉や介護などのサービスや支援に影響が出るなど、生活に関する問題」「ご近所や
知り合いに孤立状態の人がいて気になるなど、地域に関する問題」がともに１４.３％（１
件）となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
  

24.1 65.5 10.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

関係団体（n=29）

あった なかった 不明・無回答

28.6

14.3

57.1

57.1

14.3

0.0

0.0

0% 20% 40% 60%

離職や減給などによる経済面に関する問題

福祉や介護などのサービスや支援に影響が出るなど、

生活に関する問題

外出自粛による運動不足や、将来的不安、生活の変化

等によるストレスなど、心身の健康に関する問題

子どもの人間関係やしつけ、学校教育など、子育てに

関する問題

ご近所や知り合いに孤立状態の人がいて気になる

など、地域に関する問題

その他

不明・無回答

関係団体（n=7）
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■判断能力が不十分な高齢者や障害のある人の権利を保護する「成年後見制度」につ
いて、次のようなことを知っていますか。（○はいくつでも） 
「認知症や障害等で判断能力が十分でない人が利用できる」が６９.０％と最も高く、次

いで「成年後見人等は、財産管理やサービスの契約等の法律行為を支援する」が５５.２％
となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■成年後見制度の利用の促進・充実を図っていくためには、どのようなことが必要だ
と思いますか。（あてはまるものすべてに〇） 
「制度のわかりやすい広報や周知活動による理解の浸透」が８６.２％と最も高く、次い

で「医療・法律・福祉など関係団体の連携やネットワークづくり」が４４.８％となってい
ます。 

 
 
 
 
 
 
 
  

69.0

51.7

55.2

48.3

24.1

48.3

27.6

6.9

17.2

3.4

0% 20% 40% 60% 80%

認知症や障害等で判断能力が十分でない人が

利用できる

本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」の

３つの類型がある

成年後見人等は、財産管理やサービスの契約等の

法律行為を支援する

将来に備えてあらかじめ後見人を選んでおく

「任意後見制度」がある

成年後見人等には、市区町村等が実施する

養成研修を受講した一般市民がなることができる

成年後見制度について相談を受け付ける窓口がある

成年後見人等の申立て費用や成年後見人等への

報酬を助成する制度がある

成年後見制度は聞いたことがあったが、この中に

知っていることはない

成年後見制度を知らない

不明・無回答

関係団体（n=29）

86.2

41.4

34.5

37.9

44.8

34.5

27.6

3.4

6.9

0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

制度のわかりやすい広報や周知活動による理解の浸透

制度の内容や利用を相談できる相談窓口の設置

援助する後見人等の担い手の確保や養成（市民後見人等）

援助する後見人等になった人への支援、バックアップ

医療・法律・福祉など関係団体の連携やネットワークづくり

援助する後見人等による金銭の横領など不正防止の徹底

制度の利用にかかる金銭的支援（経費や報酬に対する助成）

その他

特になし

不明・無回答

関係団体（n=29）
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■生活に困窮している人、または困窮するおそれのある人を支援するための「生活困
窮者自立支援制度」について、次のような事業を知っていますか。（○はいくつで
も） 
「早期就労に向け、ハローワークと連携した就労支援を受けることができる」が４８.３％

と最も高く、次いで「家計の見直しについて相談でき、助言を受けることができる」「知ってい
る事業はない」がともに４１.４％となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■あなたは、「要配慮者台帳登録制度」について知っていますか。（ひとつだけ○） 

「言葉も内容も知らない」が４８.３％と最も高く、次いで「言葉も内容も知っている」
が３１.０％となっています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

31.0 20.7 48.3 0.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

関係団体（n=29）

言葉も内容も知っている

言葉は聞いたことがあるが、内容は知らない

言葉も内容も知らない

不明・無回答

41.4

48.3

20.7

10.3

41.4

0.0

0% 20% 40% 60%

家計の見直しについて相談でき、助言を受けることが

できる

早期就労に向け、ハローワークと連携した就労支援を

受けることができる

離職などで住居を失うおそれがある場合、期限付きで

家賃相当額の支給を受けることができる

困窮により住居を失った場合、期限付きで

宿泊場所や衣食の提供を受けることができる

知っている事業はない

不明・無回答

関係団体（n=29）
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４ 本市の現状からみえる課題と基本目標の設定 
（１）市民主体の地域福祉活動の意識づくり 
今後人口減少や高齢化が進展する本市において、地域の担い手も同様に減少や高齢化が

進むことが予想されます。生産年齢人口は減少していきますが、これまで以上に地域に参
画する割合を増加させることで、より活気のある地域づくりを行えるよう、地域福祉活動
の意識づくりに取り組むことが必要です。 
 

・アンケート調査では、近所付き合いの程度で「世間話をする程度の人がいる」が３割半
ば、「あいさつをする程度の人はいる」が２割で上位２位。年齢が上がるにつれて「何で
も気軽に相談し、助け合える人がいる」が高い一方、２０～３０歳代では「ほとんど近所
付き合いはない」が他の年代と比べて高い。 

・地域で行われている活動の参加状況では、「参加していない（しなくなった）」「参加して
いる」が３割前後で上位２位。男性の「参加している」割合が女性よりも高く、２０～３
０歳代では「参加していない（しなくなった）」が６割前後。 

・活動に参加していない（しなくなった）理由では、「時間に余裕がない」「自分が健康では
ない」「どのような活動が行われているか知らない」が上位３位。４０～６０歳代では時
間の問題、７０歳代以上では健康面を理由にあげる割合が高い。 

・関係団体調査では、活動上課題と感じることについて、「新たな会員等の確保が難しい」
が５割、「リーダーや役員のなり手がいない」が約４割で上位２位。 

・活動を通じて地域の課題と感じることでは、「町内会（自治会）などの地域の活動が衰退
している」が４割半ば。 
 
 
 
◆地域活動の参加意欲低下が懸念されている 
◆近所付き合いの希薄化や、町内会活動の衰退が懸念されている 
◆地域福祉活動の活性化を図るため、活動する人材の発掘・育成とともに負担の軽減が必
要となっている 
 
これらのことから、市民自ら率先して、地域への貢献や福祉活動への参画ができるよう

な意識づくりに取り組みます。また、全国的には地域福祉に対する意識形成の一環として、
幼少期からの福祉教育※なども求められており、本市においても取り組みを進めます。 
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（２）自分たちで地域課題を解決するための地域力の強化 
核家族化や地域の交流の希薄化が進みつつある中で、地域の自助・共助機能の強化が必

要とされています。比較的、地域の交流などが根強く残る本市においても、これらの傾向
はみられ、となり近所の住民同士で自分たちの地域が抱える課題を解決できる地域力を育
てていくことが大切です。 
 

・アンケート調査では、居住している地域のつながりが、この５年間で「変わっていない」
と回答した割合が４割、「弱くなった」が約２割で上位２位。関係団体調査では、「変わっ
ていない」と回答した割合が約４割、「やや強くなった」「弱くなった」がともに２割。 

・アンケート調査では、居住地区の気になるところ（不安や不満）で、「バスなどの公共交
通が不便である」「買い物など日常生活が不便である」が上位２位で、具体的に解決して
ほしい課題では、「移動手段がない人への移動支援」「ひとり暮らしや高齢世帯への見守
り・支援」が上位２位となっている。 

・「要配慮者台帳登録制度」の認知度では、「言葉も内容も知っている」は１割未満の一方
で、「言葉も内容も知らない（この調査で知った）」が７割で最も高い。関係団体調査では
「言葉も内容も知っている」は３割、「言葉も内容も知らない」が約５割。 

・近所との望む関係については、「いざというときに助け合えるくらいに親しくしたい」が
約４割で最も高い。 

・関係団体調査では、活動を通じて地域の課題と感じることについて、「車に乗ることがで
きなくなった時の移動手段に不安がある」が６割半ば、「ひとり暮らしの高齢者や高齢者
のみの世帯への見守りや支援が必要」が約６割で上位２位。 

・活動を通じて、安心して暮らすために必要と考えることについて、「地域のネットワーク
づくり、見守り体制の整備」が５割。 
 
 
 
◆運転免許証を持たない者の増加に加え、バス路線の縮小にともない、移動支援等地域で
の支え合いが必要になっている 
◆地域のつながりに関して、助け合う関係性が望ましいと考えられている 
◆身近な地域での見守り体制、ネットワークの構築が求められている 
◆地域の課題解決に向け、市民の意識を高め地域力の強化を図ることが重要となっている 
 
これらのことから、市民自ら地域の課題を発掘し、それを協力しながら解決できる地域

力の強化に取り組みます。また、全国的に大規模な災害が頻発していることから、安心・安
全に対する意識が高まっており、安心・安全に暮らせる地域づくりについても推進します。 
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（３）支援を必要としている人を助ける重層的な支援体制づくり 
近年、地域の課題の多様化や複合化が進み、いくつもの要因が重なってしまうことで、
適切な支援を受けられない家庭が発生しています。本市においても、このような家庭は存
在しており、既存の福祉分野の支援にあわせて、こういった複合的な課題を抱えている家
庭の支援についても行える体制づくりが必要です。 
 

・アンケート調査では、生活困窮者の問題や支援制度について「必要な制度だと思う」が７
割。 

・成年後見制度の認知度について「制度の名称を聞いたことはあるが、内容は知らない」が
約４割、「どういった制度なのか知っている」が３割で上位２位。 

・再犯防止対策の認知度について「言葉は聞いたことがあるが、内容は知らない」が４割半
ば、「言葉も内容も知らない（この調査で知った）」が３割半ばで上位２位。 

・地域にあると良い支援や支え合いでは「直接相談できる専門家の情報がほしい」が３割
半ばで最も高い。 

・コロナ禍で、自分は孤立している・孤独であると『感じている』（「常に感じている」「た
まに感じている」の合計）が１割半ば。 

・関係団体調査では、成年後見制度の利用の促進・充実を図るために必要なこととして、
「制度のわかりやすい広報や周知活動による理解の浸透」が８割半ばで最も高い。 

・コロナ禍によって生じた孤立等に関する相談では、「あった」が２割半ば、「なかった」が
６割半ば。 

・活動を通じて、安心して暮らすために必要と考えることについては、「支援を必要とする
人への支援・見守り体制の整備」「災害時における避難体制の整備」がともに５割半ば。 

 
 
 
◆市民に対し、支援を必要としている人の課題解決につながる、様々な制度の認知度向上
に向けた取り組みが必要となっている 
◆多様化、複雑化する課題を抱える世帯へのスムーズな支援が必要となっている 
◆災害時など有事に備えた体制整備が求められている 
 
これらのことから、相談者がどのような課題や困り事を抱えていても、すばやく確実に

支援ができる重層的な支援体制づくりに取り組みます。また、多様化、複雑化する課題に
対応できる支援体制の構築についても検討を進めます。 
  



39 

第３章 計画の基本的な考え方 
１ 基本理念 
 
 
 
 
 
 
本市においては、高齢化の進行や地域のつながりの希薄化など様々な問題や課題が地域に

はあります。また、複合的な課題を抱える家庭もあり、これまで以上に地域が抱える問題や
課題は画一的に支援できるものではなくなっています。 
このような中で、支援が必要な人に適切な支援が届く地域社会を形成するためには、まず

は地域の中でお互いに思いやりの心を持ち、ともに助け合うこと、そして、そういった地域
を担い手や関係機関、行政が連携しながら支え合うことが重要です。 
本計画では、こういった将来を実現するべく「ふれあい 助け合い 支え合う お互いさ

まの地域づくり」を基本理念に掲げ、地域共生社会の実現に向けて取り組みます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ふれあい 助け合い 支え合う お互いさまの地域づくり 
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２ 基本目標 
基本理念の実現に向けた本計画の基本目標として、以下の３つの柱を設定します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

市民協働の地域福祉活動を推進するために、福祉に関する相互理解、交流活動、
情報発信、意識啓発、福祉教育等を通じて、市民自らが率先して地域福祉活動に取
り組むよう、意識形成を図ります。 

基本目標１：市民主体の地域福祉活動の意識づくり 

 

 

 

地域活動を支えていくためには、市民同士が協力できるネットワークの形成が重
要です。それぞれの活動を尊重し、活動に携わる人たちをつなげることで、日常か
ら緊急時において、地域の中で交流し支え合うことができる地域力を育みます。 

基本目標２：自分たちで地域課題を解決するための地域力の強化 

 

 

様々な課題を抱える人たちを含め、誰ひとり取り残さずに支援できるまちを目指
します。関係機関や地域とのつながりや庁内の連携を強化していくことで、速やか
に、そして確実に支援へとつなげられる重層的な支援体制を構築します。 

基本目標３：支援を必要としている人を助ける重層的な支援体制づくり 

自助 

基本目標１ 
市民主体の地域福祉活動の 

意識づくり 

基本目標３ 
支援を必要としている人を 

助ける重層的な支援体制づくり 

公助 

基本目標２ 
自分たちで地域課題を 

解決するための地域力の強化 

共助 
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３ 計画の体系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

基本目標２：自分たちで地域課題を解決するための地域力の強化 

１．地域課題発掘の仕組みづくり       【P47】 

２．地域住民の交流促進        【P49】 

３．地域共生の推進        【P51】 

４．見守りとつながりで安心・安全に暮らせる地域づくり   【P53】 

基本目標３：支援を必要としている人を助ける重層的な支援体制づくり 

１．社会福祉協議会等の関係団体との連携強化     【P55】 

２．断らない相談支援の推進       【P57】 

３． 【P59】 

４． 【P61】 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

基本目標１：市民主体の地域福祉活動の意識づくり 

１．誰もが活躍できる場の創出       【P42】 

３．地域福祉の理解促進と福祉の心の育成      【P46】 

２．地域で活躍する人材の育成       【P44】 

基本理念 
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第４章 施策の展開 
基本目標１：市民主体の地域福祉活動の意識づくり 
地域活動を支えていくためには活動に参加する人材が欠かせません。まずは、住民の地域

福祉に対する理解を深めることが重要です。その上で、誰もが自分らしさを持ち、地域に貢
献することや、地域の担い手として様々な取り組みを進めることで、活動の継続と発展を目
指します。そして、地域活動全体を活性化させることにより、地域の交流や住民同士のつな
がりを強化していきます。 
 
 
１．誰もが活躍できる場の創出 

地域にはサロン活動※等の集まる場所や交流の機会が多くあります。しかし、情報を
知らないことやきっかけがないことで、参加していない人もいます。誰もが地域活動
に参加し貢献できるような場所や機会の創出に取り組み、地域づくりを活性化します。 

 
 
■取り組んでいただきたいこと 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

●公民館事業や町内会活動、老人クラブ、子ども会などの地域活動に関心を持ち、
参加または見守りするよう心がけます。 
●学校行事や地域の行事などへの関心を深め、周囲にも声をかけながら、積極的
に参加するよう心がけます。 
●住民一人ひとりが地域の担い手としての意識を持ち、地域の活性化に貢献でき
るよう心がけます。 

市
民 

●地域で活動している団体の活動目的や意義を市民に理解してもらえるよう情
報発信します。 
●地域や町内会が行っている活動や行事などを市民に周知し、参加を促します。 
●ライフスタイルのあり方を尊重しながら、性別や年齢、障害の有無に関わらず、
多くの人が地域の活動や行事に参加できるよう工夫します。 
●従来の活動や行事について継続して取り組むとともに、初めてでも参加しやす
いような新しい活動や行事に取り組むことで、誰もが地域に参加しやすいきっ
かけづくりを進めます。 

地
域 
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■取り組むこと 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

●日常生活での困難さや生きづらさを抱える人が、悩みを相談し、これからの暮
らしについて考え、地域で活躍できる場をつくります。 
●福祉講座やボランティア活動をきっかけに性別や年齢、障害の有無に関わら
ず、多くの人が活躍する場をつくります。 
●地域で活動している団体の活動の充実に向け、情報交換の機会を提供します。 

社
協 

●地域住民と各種団体などが連携した活動を支援します。 
●子どもや高齢者、障害者、生活困窮者、ひきこもり※など、誰もが参加し活躍
できる場づくりや活動を支援していきます。 
●地域活動やサロン活動に取り組む団体を支援し、地域における多様な居場所づ
くりを進めます。 
●共通点のある活動や団体など、交流を深められる場や機会を充実させます。 
●既存の地域活動を整理しながら、互いに取り組んでいる活動や課題を情報提供
できる仕組みづくりを進めます。 

行
政 

▲ボランティアフェスティバル 
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２．地域で活躍する人材の育成 
地域活動を発展・継続させていくためには、新たな人材・担い手が必要です。人材の

発掘を進めるとともに、既存の担い手や活動者の活動の質を向上させるための取り組
みも行います。 

 
 
■取り組んでいただきたいこと 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■取り組むこと 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

●地域や学校のボランティア活動、地域の見守り活動などに積極的に参加しま
す。 
●仕事や趣味で培ってきた技術や特技を地域のために役立てます。 
●公民館事業に参加し、地域について考える場に参加していきます。 
●区長町内会長、民生委員・児童委員などの限られた人だけに過度な負担が強い
られないよう、自分たちにできることから取り組んでいきます。 

市
民 

●地域で行われているボランティア活動について、掲示板や回覧板を活用して情
報提供し、活動への参加を促します。 
●地域のリーダーとなる人材の発掘と担い手となる人材を育てていきます。 
●地域の資源や人材を活かしながら、身近な生活上の福祉課題に関する学習会な
どを開催していきます。 

地
域 

●ボランティア講座を開催し、ボランティアの育成に努めます。 
●輪島市ボランティアセンターの利用促進を図ります。 
●市内のボランティア団体の活動を紹介しながら活動の活性化や参加者の増加
を図ります。 
●ボランティア活動が円滑に運営されていく上で必要な相談体制を整備します。 
●高齢者や障害者、生活困窮者、その家族の生活を支援する人材を育てます。 
●既存の区長町内会長、民生委員・児童委員と連携、協働しながら地域のことを
考える人材の発掘・育成に努めます。 

社
協 
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生活支援体制整備事業について 
 

生活支援体制整備事業は、地域住民や各種団体、企業など様々な人が連携しな
がら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を
一体的に図っていくことを目標としています。 

本市では、この事業を「輪島市よりあい構想」と称し、平成２９年度から公民
館区域を単位とした地区説明会やワーキング※を順次開催し、各地区での協議体
及び生活支援コーディネーターの設置に取り組んでいます。 
具体的な取り組みとして、地域によって年齢別の人口割合や生活環境、社会資

源※に差異があり、地域で生活していく上での課題把握と整理を行う必要がある
ことから、地域ごとにアンケート調査やワーキングを実施しています。 

住民の誰もが安心して暮らせる地域づくりを住民主体で見出すことができる
よう、輪島市社会福祉協議会をはじめとした社会福祉法人等とも連携しながら支
援しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

●地域における福祉人材を育成する取り組みを支援していきます。 
●地域活動のリーダー役となる人たちに向けた学習会や研修などの充実を図り
ます。 
●各種団体と連携しながら、組織づくりに関しての調整や支援を行います。 
●ボランティアグループが地域で積極的に活動するために支援していきます。 
●輪島市よりあい構想について、市全域を包含する第１層協議体を設置し、社会
福祉協議会や生活支援コーディネーター※と連携して取り組みます。また、公
民館区域ごとに第２層協議体を設置し、地域の実情に応じた取り組みを推進し
ます。 

行
政 

コラム 

▼協議体の運営委員会の様子 ▼ワーキングの様子 
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３．地域福祉の理解促進と福祉の心の育成 
地域福祉を推進していくためには、市民の理解と協力が必要不可欠です。そのために

は、年齢を問わず福祉教育を展開し、福祉に対する意識の向上を図ることで、市民全員
に福祉の心を育むことが必要となります。 

 
 
■取り組んでいただきたいこと 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■取り組むこと 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

●人権教育や福祉教育に関する学習会などへ積極的に参加します。 
●家庭内で子どもへの福祉教育について取り組んでいきます。 
●人権や地域の中で住民同士が尊重しあう大切さを学びます。 

市
民 

●地域や福祉に対してより一層関心を持ってもらえるよう周知・啓発活動に取り
組みます。 
●地域の資源や人材を活かしながら、人権教育や福祉教育に関する学習会などを
開催し地域福祉の向上に努めます。 
●子どもの頃から地域や福祉に関心を持てるよう、小中学生を対象としたボラン
ティア体験学習や福祉教育のイベントを開催します。 

地
域 

●地域福祉の意識を向上させるための、啓発や情報発信に取り組みます。 
●高齢者や障害者、子どもなど、誰もが参加できるイベントや福祉に関する講演
会などを実施し、住民同士の支え合い・助け合いの気持ちが育まれるように働
きかけます。 
●次世代を担う子どもが明るく健やかに育つよう支援を行います。 
●福祉に対する住民理解を深めるために、小・中学校、地区公民館、老人クラブ
等に対して福祉講座や研修会を開催します。 

社
協 

●地域福祉の意識を向上させるための、啓発や情報発信に取り組みます。 
●人権や福祉をテーマとした講演会や講座などを開催し、市民への福祉教育を推
進します。 
●子どもへの福祉教育について、児童・生徒が福祉に関わる機会の提供などを小
中学校と連携しながら取り組みます。 
●生涯学習を通じた福祉に対する意識の高揚を図ります。 

行
政 
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基本目標２：自分たちで地域課題を解決するための地域力の強化 
市民がお互いの立場や生活、考え方を理解し、お互いに助け合うことが地域福祉の原点で

す。人との協働・理解に向けて、交流を深めることにより市民一人ひとりの尊厳が守られ、
地域共生社会の実現につながっていきます。 
 
 
１．地域課題発掘の仕組みづくり 

性別や年齢、障害の有無などに関わらず、誰もが地域の福祉課題を「我が事」として
考えられるような仕組みづくりを行います。そのためには、地域の福祉課題に対する
理解を深めたり、課題解決を図るために必要な情報を共有することや、地域の中で困
っている人や問題を発見した際に、関係機関や行政に連絡するための体制づくりを展
開する必要があります。 

 
 
■取り組んでいただきたいこと 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

●誰もが暮らしやすいまちづくりや地域共生社会について理解・関心を示します。 
●各種団体や社会福祉協議会、行政が発信している情報を確認し、地域の中での
困り事や課題を解決できるように行動します。 
●となり近所で困っている人がいれば積極的に支援します。また、区長町内会長、
民生委員・児童委員と協力して必要な支援につなげます。 

市
民 

●行政や団体からの情報を周囲の人や情報が届きにくい人にも伝え、地域全体で
共有します。 
●日常生活で困難さを抱えている人・世帯などに気が付いた時には、専門機関や
行政に相談します。 
●各種団体や社会福祉協議会・行政とともに、地域課題を把握・解決できる体制
づくりを進めます。 

地
域 
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■取り組むこと 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ペアレント・トレーニングについて 
 

「ペアレント・トレーニング」とは、発達障害※などを理由に子育ての「しづらさ」
を感じている保護者向けに行っている、コミュニケーション講座です。ほめること（肯
定的注目）を基本に子どもと接することで、よりよい親子関係の構築を目指していき
ます。 
本市では、「ペアレント・トレーニング」を平成３０

年度から開催しています。参加者は就学前から小学校
低学年程度の子どもを持つ保護者。コミュニケーショ
ン方法を学びながら、保護者同士がお互いの子育てに
ついて語り合うなど、和気あいあいとした雰囲気で保
護者の癒しの場になっているようです。 
令和３年度からは「アフターペアトレ」という「ペア
レント・トレーニング」受講生が集まるおしゃべり会も
開催されており、コロナ禍でありながらも、保護者同士
のつながりを深め、仲間同士で子育てをしていく輪が
拡がりつつあります。  

●住民が福祉やボランティア活動への理解を深めるため、「広報社協だより」等
を通じて、ボランティア活動や地域福祉に関する様々な情報をわかりやすく提
供します。 
●従来の情報発信に加え、ＳＮＳ※等も活用しながら、より広く情報発信ができ
るよう取り組みを進めます。 
●団体と連携し地域に積極的に出向き、住民の声や地域課題を吸い上げ、行政と
ともに地域課題の解決に向けて支援を行います。 

社
協 

●広報誌やホームページ、ＳＮＳ等を活用し、ボランティア活動や地域福祉の活
動を広報・啓発するとともに、地域福祉に関する情報発信に努めます。 
●地域の人が今まで以上に行事・イベントに参加できるよう、ケーブルテレビや
ホームページ、回覧板などを通じて情報を提供します。 
●情報発信の内容についても、庁内関係課が連携して一元化を進めるなど、わか
りやすく充実した情報提供に努めます。 
●高齢者や障害者への理解を深めたり、配慮のあり方などについて、広報・周知
を推進していきます。また、それらの人に配慮された情報発信に努めます。 

行
政 

コラム 

▼ペアレント・トレーニングのチラシ 
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２．地域住民の交流促進 
市民に対して、地域活動に積極的に参加してもらえるよう、地域内の交流を促進しま

す。そのためには、市民同士の交流を活発に行ってもらうほか、交流するための場所や
機会を創出したり、行事やイベントを開催することで、交流促進を図ります。また、交
流を通じて地域福祉や地域の特性を知る機会の充実を図っていきます。 

 
 
■取り組んでいただきたいこと 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■取り組むこと 
 
 
 
 
 
 
 
  

●住民同士で交流するよう心がけます。 
●自分や家族が興味・関心のある交流会や地域の行事、祭り、イベントなどに積
極的に参加するよう心がけます。 
●地域で取り組まれているサロン活動や地域づくり活動などに参加します。 
●子どもと地域行事に参加するなど、幅広い世代でふれあう機会を大切にしま
す。 

市
民 

●公民館などで、市民が気軽に集える居場所づくりを進めます。 
●地域で活動する様々なサロンなどへの参加を呼びかけるとともに、誰もが参加
しやすい環境づくりを心がけます。 
●高齢の人が持つ、経験や能力、特技、趣味を活かしながら、多世代が交流でき
る機会を増やします。 
●地域の行事や祭り、イベントなどを活発に継続させていきます。 
●地域の行事や祭り、イベントなどを開催するときは、高齢者や障害者など、す
べての人が安心して参加できるように配慮していきます。 

地
域 

●市民交流のきっかけづくりとして、地域におけるサロン活動を支援します。 
●すでに地域で活動しているサロン活動を紹介し、参加者の増加につなげます。 
●性別や年齢、障害の有無に関わらず、多くの地域住民が気軽に参加・交流でき
る場や機会をつくります。 

社
協 
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子どもの包括支援体制の整備 
 

近年、本市では子どもを支援する関係機関の横のつながりを強化し、子どもや家
庭を包括的に支える体制づくりを進めてきました。 
平成２９年度には発達障害などの子どもやその家族を支援する「発達支援室」を
設置しました。主に、子どもに関わる保育所や認定こども園、小中学校・高校、放
課後児童クラブ※、障害福祉サービス事業所などがしっかり連携した支援を行える
ように地域全体のコーディネートを行っています（図参照）。また、家族支援にも
力を入れており、保護者からの相談はもちろん、「ペアレント・トレーニング」や
保護者向けの研修会なども開催しています。 
令和元年度には「子ども家庭

総合支援室」を設置しました。
これは、要保護児童対策地域協
議会＊の運営をはじめ、児童虐
待の予防・防止の観点から、虐
待の早期解決はもちろん、各関
係機関と連携し、虐待を早期発
見する支援体制を整えていく
ためです。 
本市は児童虐待、発達障害児

への支援など、子どもにおける
様々な社会問題を受け止め、解
決していくために、今後も行政
内の連携を強化し、すべての子
どもが安心・安全な環境で成長
していける地域づくりを進め
ていきます。  

●サロンなど、地域で取り組む交流の場づくりを支援します。 
●参加者がお互いに悩みや困り事を語り合い、交流を深めることができる場や機
会をつくります。 
●住民のニーズに合わせた地域づくりを進めていきます。 
●誰もが活動に参加しやすい環境をつくるため、公共交通機関の利便性、移動手
段などの向上に努めます。 

行
政 

コラム 

＊要保護児童対策地域協議会 
虐待を受けた子どもをはじめとする要保護児童に関する
情報の交換や支援を行うための地域ネットワーク。 

▼発達支援室の動き 
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３．地域共生の推進 
市民一人ひとりが人権尊重の視点を持ち、お互いに理解し合い、お互いに支え合うこ

とで、地域福祉が推進され、地域共生社会の実現をしていきます。そのためには、日常
生活で気になる人への声かけや、地域の中での手助けをする機運を醸成し、市民が主
体的に相互に支え合い、安心して暮らせる地域づくりに取り組みます。 

 
 
■取り組んでいただきたいこと 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■取り組むこと 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

●近所の人と積極的にあいさつをします。 
●区長町内会長、民生委員・児童委員、地域で活動している人、団体などに対し
て理解し、お互いさまの気持ちを大切にします。 
●となり近所に気にかかる人がいたら、声をかけて相談に乗り、必要なときは行
政、専門機関へつなぎます。 
●一人ひとりが日常生活の中で、地域の中にある多様な困り事に関心を持つよう
に心がけます。 

市
民 

●町内会や老人クラブ、民生委員・児童委員などが連携し、子育て家族や一人暮
らし高齢者、障害者などの困り事の相談に乗ります。 
●地域において、福祉課題やその解決に向けた話し合いの場や機会をつくってい
きます。 
●事業所や企業とも連携しながら、地域活動を推進します。 

地
域 

●ボランティア団体の活動の中で、地域の中で困っている人を支え、地域全体で
支え合いの機運が醸成できるよう、取り組んでいきます。 
●児童館、児童クラブを通して、子育ての環境に不安を抱えている保護者を支援
します。 
●福祉サービス利用支援事業などを通じて、支援が必要な高齢者とその家族を支
援します。 
●障害福祉サービス事業などを通じて、支援が必要な障害者とその家族を支援し
ます。 
●町内会、老人クラブなど各団体が取り組んでいるサロン活動やボランティア活
動がより充実したものになるよう支援を強化します。 

社
協 
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生活困窮者家計改善支援事業について 
 

本市では、生活困窮者への対策として、平成２７年４月から自立相談支援事業、
平成３０年７月から就労準備支援事業及び家計改善支援事業の３事業を社会福祉
協議会に委託の上、一体的に実施しています。 
その中のひとつである家計改善支援事業は、家計管理が苦手な世帯に対し、家計

についての相談、次に相談に基づく家計支援の計画の策定と提案、さらにこの計画
に沿って家計を見直すという支援を行っています。具体的には、家計支援計画書
（以下「計画書」）により世帯の収入と支出を『見える化』した上で、計画書に沿
った家計管理を進めます。計画書の内容と実際の収入・支出とを比較し、必要な情
報提供を行うとともに、支出の節約や家計に関する助言を行います。普段あまり意
識していない収入と支出を把握することができ、多くの世帯が家計改善に結びつ
いています。 

  

●児童センターを通じて、子育て環境の充実を図り、不安を抱えている保護者を
支援します。 
●あらゆる住民が、支え合いながら、自分らしく活躍できる地域づくりを推進し
ます。 
●民生委員・児童委員が、地域課題の解決に向けて積極的に動けるよう支援しま
す。 

行
政 

コラム 
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４．見守りとつながりで安心・安全に暮らせる地域づくり 
地域で安心・安全に暮らすためには、日頃の見守り合いと、非常時にも対応ができる

地域づくりが不可欠です。そのためには、地域の見守り活動を活性化しつつ、情報の共
有や活用方法などを周知し、高齢者の見守りネットワークや子どもの登下校の見守り
活動等の地域活動を活性化します。また、地震や豪雨などの大規模災害に備えた、地域
の助け合いの関係性づくりや、スムーズな避難体制、防災・減災のまちづくりなども推
進します。 

 
 
■取り組んでいただきたいこと 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

●地域における見守り活動やボランティア活動に協力します。 
●子どもや高齢者、障害のある人が安心・安全に暮らせるよう防犯意識を高めます。 
●地域の問題や異変に気付いた時は、行政や関係機関へ連絡し相談します。 
●災害時に備えて、避難経路や避難場所を確認し、自分の身を守る備えをします。 
●避難訓練に参加し、災害に備えます。 
●要配慮者台帳登録制度について理解を深め、支援を頼まれた際には、積極的に
引き受けます。 

市
民 

●個人情報に注意しながら、見守りが必要な人のニーズを把握し、地域ぐるみで
情報共有していきます。 
●地域で気にかかる人について、各種団体が連携を図り、解決に向けたつなぎの
サポートを行います。 
●警察などとも協力しながら、防犯パトロールに取り組み、地域の防犯力を高め
ます。 
●自主防災組織※の活動に取り組み、避難訓練を行うなど災害に備えます。 
●要配慮者台帳登録制度について理解を深め、助け合いの意識づくりに努めま
す。 

地
域 
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■取り組むこと 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

●民生委員・児童委員及び地域福祉推進員※が行う地域で見守りが必要な人の把
握を支援します。 
●地域の生活課題等の発見・共有を図ることで、地域全体の見守り体制の意識向
上を図ります。 
●地域の特性を踏まえ、地域の防災力向上のための地域活動を支援します。 
●災害時のボランティア活動について、地域の活動者や団体、行政とも連携しな
がら、災害に備えた組織づくりを行います。 

社
協 

●社会福祉協議会や関係機関などと連携しながら、市民の防犯や防災に対する意
識の高揚を図ります。 
●要配慮者台帳登録制度の周知と、避難支援体制の確立に努めます。 

行
政 

▲放課後児童クラブでの交通安全防犯教室 
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基本目標３：支援を必要としている人を助ける重層的な支援体制づくり 
支援を必要とする人が迅速に相談に乗ってもらい、適切な支援を受けることができるまち

づくりを目指します。社会福祉協議会と行政、関係団体が地域の実情をしっかりと把握し、
誰一人取り残すことなく支えられる相談から支援までの重層的な支援体制を構築します。 
 
 
１．社会福祉協議会等の関係団体との連携強化 

社会福祉協議会を中心に、地域で活動する関係団体と連携を深めながら地域活動を
展開することで、地域の福祉力向上を図ります。そのためには、各関係団体と社会福祉
協議会、行政間での情報共有の体制強化を図り、それを踏まえた活動や支援の提供な
どを行っていく必要があります。 

 
 
■取り組んでいただきたいこと 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■取り組むこと 
 
 
 
 
 
 
  

●社会福祉協議会のホームページや広報社協だより、ＳＮＳなどから情報を入手
します。 
●社会福祉協議会の活動内容を知り、その活動に積極的に参加します。 
●関係団体の発信している取り組みや行事の情報を入手し、積極的に参加しま
す。 

市
民 

●町内会や老人クラブ、ボランティア団体は社会福祉協議会と連携を図りなが
ら、活動を進めていきます。 
●行政とも連携を深めながら、地域福祉活動を推進します。 
●社会福祉協議会が策定する「地域福祉活動計画」を知り、各地域、団体などが
積極的に参画します。 

地
域 

●「第２次地域福祉活動計画」を踏まえ、令和４年度から令和８年度を期間とす
る「第３次地域福祉活動計画」を策定し、積極的に社会福祉活動を行います。 
●社会福祉協議会職員の専門性を高めるため、研修等の機会の充実を図ります。 
●町内会や老人クラブ、ボランティア団体などと連携を図りながら地域福祉活動
を進めていきます。 
●地域住民の交流促進を図る活動を行います。 
●地域の生活課題を把握し、その課題の解決に努めます。 

社
協 
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●社会福祉協議会が進める活動に対して、理解を深めながら支援していきます。 
●多様な地域課題の解決に向けて社会福祉協議会と連携・連動しながら、地域福
祉の向上に努めます。 
●町内会や老人クラブ、ボランティア団体などの地域の団体と連携を図りながら
地域福祉活動を進めていきます。 
●地域の団体、社会福祉協議会、行政が情報共有を図る場をつくります。 

行
政 

地域における参加支援の 
受け皿確保に取り組む 

 
 

・世代や属性を超えて交流できる場や居場
所の整備 

・交流、参加、学びの機会を生み出す活動
や人のコーディネート 

・地域のプラットフォーム※の形成や地域活
動活性化 

③地域づくり事業 
（社会福祉法 第 106 条の４ 第２項 第３号）  

 

・支援が届いていない人に支援を届ける 
・会議や関係機関の連携で潜在的相談者
を見付ける 

・当事者との信頼関係構築に向けた支援
に力点を置く 

④アウトリーチ等を通じた継続的支援事業 
（社会福祉協議会） 

（社会福祉法 第 106 条の４ 第２項 第４号） 

 
 

・定着支援と受け入れ先支援を通した 
社会参加支援 

・利用者ニーズを踏まえたマッチング※や 
プラン検討 

②参加支援事業 
（社会福祉協議会） 

（社会福祉法 第 106 条の４ 第２項 第２号） 

 
 

・属性や世代を問わず包括的に相談を 
受け止める 

・複雑化、複合化した課題について適切
に連携する 

①包括的相談支援事業 
（社会福祉法 第 106 条の４ 第２項 第１号） 

情報を共有しながら 
潜在的なニーズを発掘 

相談支援を
通して適切
な参加支援
事業につな

げる 

地域と連携
したアウトリ
ーチ※活動

の実施 

 
 

・市全体で包括的な相談支援体制を構築
する 

・重層的支援体制整備事業の中核を担う 
・支援関係機関の役割分担を図る 

⑤多機関協働事業 
（福祉課福祉総合相談室） 

（社会福祉法 第 106 条の４ 第２項 第５号） 

 

▼重層的支援体制の整備イメージ 
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２．断らない相談支援の推進 
市民が困り事や悩みを抱えた際に、気軽に相談できる環境を整えます。また、相談に
来ることができない人についても取りこぼすことなく、適切な支援につなげていくこ
とができる体制をつくります。そのためには、各関係機関や庁内関係課間で綿密な連
携を図り、相談体制の充実や、相談員の資質向上、支援・サービスの提供機関との情報
共有などに取り組んでいきます。 

 
 
■取り組んでいただきたいこと 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■取り組むこと 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

●困っているときは悩みをひとりで抱えこまず、身近にいる人、となり近所の人
など相談しやすい人に相談をします。 
●となり近所における付き合いをこれまで以上に大切にし、お互いに気軽に相談
し合える関係の構築に努めます。 
●福祉サービスに関する情報収集や、相談窓口の把握を行います。 

市
民 

●民生委員・児童委員など相談活動に携わる人たちは、日頃からその役割につい
て、地域住民に知らせるよう心がけます。 
●各種団体は活動に対して、地域の理解を得ながら、住民にとって気軽に相談で
きる存在になるよう心がけます。 
●生活上での困り事を、家庭訪問などにより把握し、専門機関や行政とも連携し
ながら解決に向けて取り組みます。 

地
域 

●研修等を通じて、民生委員・児童委員が住民の身近な相談相手となるよう支援
していきます。 
●多様化する市民の相談内容に対応していくため、職員だけではなく、弁護士な
どの外部機関の専門家と連携しながら相談体制を充実させていきます。 
●相談窓口や相談体制を、様々な機会を通じて広報し、周知されるよう努めます。 
●福祉サービス利用支援事業等により、判断力が低下しても誰もが住み慣れた地
域で住み続けることができるよう支援します。 

社
協 
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生活困窮者就労準備支援事業について 
 

生活困窮者就労準備支援事業につきましても、平成３０年７月から家計改善支援事
業と同じく社会福祉協議会に委託して行っています。 
この事業は、なかなか就労ができずに困っている人に対し、働くための準備として、
就労能力の向上を計画的に支援するもので、生活困窮者が安定した仕事に従事でき、
それによって経済的困窮状態から脱却できるようになることを目的としています。 
具体的には、生活状態や就労能力等、対象者各々の自立の段階に応じて、３つの支

援内容があり、段階的・計画的に支援を行います。 
 

● 第１段階「生活自立支援」 ● 
社会参加をする上で必要な生活習慣を身につけるための支援 

 
 

● 第２段階「社会自立支援」 ● 
社会に順応できる能力を身につけるための支援 

 
 

● 第３段階「就労自立支援」 ● 
就職活動に向けた技能や知識の取得のための支援 

 
就労自立支援では、必要に応じてハローワークへの同行支援や履歴書の記載の

支援も行っており、長期間就労できなかった人で、本事業を通じて就労できた人も
います。  

●誰もが必要なときに気軽に相談できるように、相談窓口の周知、充実を図って
いきます。 
●どのような相談でも受け付けられるよう、相談窓口の担当者の資質向上と、各
部署同士の情報共有を図ります。 
●地域住民の生活における多様な困り事を十分に把握し、各部署が連携して解決
に向けた取り組みを進め、支援を必要としている人が適切な支援を受けられる
体制づくりに努めます。 
●各部署同士の連携体制の構築や、地域の関係機関、専門機関とのネットワーク
強化を図っていきます。 
●相談窓口での合理的配慮の提供に努めます。 

行
政 

コラム 
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３．複合化する課題を抱えた人への支援（再犯防止推進計画含む） 
地域の課題が複合化・多様化しており、従来の支援の枠組みだけでは十分な支援が提

供できないケースも出てきています。個人や世帯が抱える課題について、それぞれの
ケースにしっかりと向き合い、多角的な支援ができる体制づくりを進めていきます。 

 
 
■取り組んでいただきたいこと 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■取り組むこと 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

●複合化する課題（８０５０問題、ひきこもり、罪を犯してしまった人、孤独・
孤立など）について、理解を深めます。 
●地域で複合化する課題を抱えている人がいる場合、となり近所の人や地域の活
動者・団体と協力して、自分たちで支援できることを協力します。 

市
民 

●複合化する課題について、理解を深めます。 
●地域で複合化する課題を抱えている人がいる場合、地域の他の活動者・団体と
協力して、自分たちで支援できることをします。また、速やかに行政と情報共
有を行い、適切な支援に結び付けます。 

地
域 

●関係団体や行政と複合化する課題を抱える人への支援方法について検討しま
す。 
●関係機関などとの連携を図りながら、複合化する課題を抱える人に対する支援
を行います。 

社
協 
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●８０５０問題やひきこもり、生活困窮世帯などに対する重層的支援体制を整備
し、様々な角度から支援を行います。 
●複合化する課題を抱える人に関する本市の現状を把握し、関係機関との連携に
よる切れ目のない支援体制の構築に取り組みます。 
●複数の支援を一体的に提供ができるよう、各部署同士の連携を深めます。 
●再犯防止の取り組みとして、保護司会※と連携しながら、罪を犯してしまった
人に対する理解を促進することと、当事者に対する就労・住居の確保や、適切
な福祉サービスの提供などを行い、再犯防止の取り組みを推進します。 

行
政 

▲子どもの孤立・孤独の防止、居場所支援も兼ねた「子ども食堂」の活動が広がっています 
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４．権利を守るための支援（成年後見制度利用促進基本計画含む） 
人権が守られることは、地域福祉を推進する上でも欠かせません。そのため、地域の
中でお互いに尊重し合うことの大切さをすべての市民が理解して、地域福祉活動に取
り組めるよう、人権意識の高揚を図ります。また、市内でも虐待（高齢者、子ども、障
害者など）・ＤＶ※が起こっており、それらについては、早期発見と早期対応ができる
各機関との連携と人権意識の積極的な啓発が必要です。 

 
 
■取り組んでいただきたいこと 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■取り組むこと 
 
 
 
 
 
  

●人権擁護や虐待（高齢者、子ども、障害者など）・ＤＶについて情報を収集し、
理解を深めます。 
●地域の中でお互いに尊重し合った交流を図るよう心がけます。 
●虐待（高齢者、子ども、障害者など）・ＤＶと思われる様子に気が付いたとき
には、警察や児童相談所※、市役所へ速やかに連絡します。 
●虐待（高齢者、子ども、障害者など）・ＤＶを防止するため、気にかかる家庭
については、相談活動に携わる人たちやとなり近所で協力しながら、声かけや
見守りを進めます。 
●成年後見制度を必要に応じて活用します。 

市
民 

●人権擁護や虐待（高齢者、子ども、障害者など）・ＤＶについて情報発信に取
り組みます。 
●地域の中で虐待（高齢者、子ども、障害者など）・ＤＶと思われる様子に気が
付いたときや、相談があった際には、速やかに警察や児童相談所、市役所へ連
絡します。 
●虐待（高齢者、子ども、障害者など）・ＤＶを防止するため、気にかかる家庭
については、相談活動に携わる人たちやとなり近所で協力しながら、声かけや
見守りを進めます。 

地
域 

●人権擁護について、学べる場の提供や情報発信による啓発に取り組みます。 
●関係機関と連携し、虐待（高齢者、子ども、障害者など）について学習する場や
機会を充実させます。 
●関係機関との連携を強化し、虐待（高齢者、子ども、障害者など）の早期発見
と困難事例への対応を図ります。 
●成年後見制度について周知・啓発するとともに、その充実・利用促進を図りま
す。 

社
協 
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成年後⾒制度について 
 

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などによって物事を判断する能
力が十分ではない人について、成年後見人がその人の代わりに様々な判断を行う
ことで、制度を利用する人の生命、身体、財産等の権利を擁護することを目的とす
る制度です。 
例えば、福祉サービスを利用する際の入所・入院の契約、不動産や預貯金等の財
産管理などが難しい場合、成年後見人が代わりに行ってくれます。 
利用については、通常以下のような手続きで申請を行います。 
 
 
 
 
 
 
 

  

●高齢者や子ども、障害者などに対する虐待問題やＤＶ問題を許さない社会の必
要性を周知・啓発する機会の充実に取り組みます。 
●虐待（高齢者、子ども、障害者など）・ＤＶに対応する相談や通告の窓口を周
知し、また、その機能を充実させます。 
●虐待（高齢者、子ども、障害者など）の早期発見ときめ細かい対応のため、関
係機関との連携を強化します。 
●虐待（高齢者、子ども、障害者など）・ＤＶの被害者に関して、関係機関と連
携しながら、一時的に保護する施設の確保に努めるほか、安全安心な生活に向
けた支援を充実させます。 
●成年後見制度について、制度の内容や利用方法に関する情報発信を行い、周知
啓発に努めます。 
●成年後見制度の利用相談窓口に専門職を配置し、安心して制度が利用できる体
制を整えます。 
●成年後見制度の利用者のニーズや、支援方針などを踏まえながら成年後見人の
マッチングに努めます。 
●成年後見制度を利用している人に随時必要な支援を提供することや、支援内容
の検討等を進めます。 

行
政 

コラム 

本人、配偶者 
四親等内の親族 
市町村長等 

家庭裁判所 

成年後見人等 本人 

申立て 
成年後見人等の
選任、監督 

支援 

＊必要に応じて、後見監督人等が 
選任される場合があります。 
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第５章 計画の推進 
１ 計画の推進体制 
地域ニーズが多様化していく中で、介護や障害、子育て、生活困窮といった分野の垣根を
越えた総合的な支援を展開していくため、生活の課題を把握し、市関係部局との連携体制を
構築するとともに、地域の関係機関とのネットワーク強化に努めていきます。 
 

（１）各主体の役割 
地域福祉計画を推進していくためには、市民、地域、事業者、社会福祉協議会、行政など

がお互いに協働し、それぞれの役割を果たしながら一体となって、地域福祉の目標実現に
向けて活動していくことが重要です。 
地域共生社会の視点に立てば、今後さらに「自助、共助、公助」をそれぞれ発展させてい

くことが必要であり、置かれた立場において得意分野を活かしながら、誰もが「支える側」
として地域活動に関わっていくことがより一層求められると言えます。 
 
①自分や家族にできること 
住み慣れた地域で安心して暮らしていくためには、地域のことをよく理解している住民

一人ひとりが「自分たちの暮らす地域は自分たちでよくしていこう」という意識を持つこ
とが大切です。そうした意識のもと、地域住民それぞれが積極的に声かけやあいさつを行
い、市民活動に参加することを通じてお互いに支え合い、助け合える関係を築いていきま
す。 
また、今後は認知症の高齢者、ひきこもり、子育てのしにくさを抱えた核家族世帯、地域

や所属先から孤立した人などが身近に存在することを知り、自分自身がそういった地域課
題に対し、どのように関わっていけるかを考察する視点が求められます。 
 

②地域で取り組むこと 
身近な地域で行われている、サロンや見守り活動などの市民活動においては、持続的、
継続的な取り組みにより、地域福祉の活性化へとつなげていきます。また、各団体による
連携と協力のもと取り組みを進めていきます。 
今後は、様々な地域活動が横のつながりをつくり、発展的な関係性を構築していくこと

が求められます。また、社会的孤立の発生・深刻化を防止するネットワークづくりを市内
各地域で行っていく必要があります。 
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③社会福祉協議会が取り組むこと 
地域住民が主体的に様々な生活課題や福祉課題を解決する「地域の福祉力」を向上させ

るため、地域特性に応じた市民活動への支援、活動団体間のネットワークづくりの支援な
ど、地域福祉推進をコーディネートする中心的な役割として機能させます。 
また、相談業務の中からつかんだ具体的な生活課題を解決する個別支援を拡充させるた

めに、住民や関係機関と協働を図ることで地域共生社会の実現を目指します。 
 

④行政が取り組むこと 
今後、人口減少や社会保障のあり方が大きく変動していくことを想定し、地域福祉の充

実のために、住民、地域、社会福祉協議会、行政が相互理解を図り、より発展的な関係を構
築するためのコーディネートを行政が担っていきます。こうした視点から、分野ごとでは
解決できない複合的な地域課題を受け止め、対応していく体制をまずは行政内で構築して
いくことが必要です。 
また、地域住民が役割を持ち、互いを支え合いながら、そこにある地域課題を行政等と
連携して解決していく地域づくりをサポートしていきます。 
 
 

（２）行政と社会福祉協議会の連携 
地域福祉の推進には、福祉分野のみならず、保健・医療や教育、建設、生活環境など、

様々な分野との連携が必要になります。市民活動の中心で調整役となる社会福祉協議会と
行政が一体的に連携した活動により、地域福祉を進めていきます。 
 
 

（３）社会福祉協議会、ボランティア・ＮＰＯ※の活動支援 
地域住民に直接関わる社会福祉協議会やＮＰＯなどの関係団体は、ニーズの把握や活動

の充実が求められています。これら活動を続けていくための、体制や人材など基盤づくり
を支援します。 
 
 

（４）人材の確保、育成 
市民活動を進めていくためには地域の担い手は欠かせません。担い手を確保しつつ、地

域のリーダーとしての資質が高まるよう、一人でも多くの住民が地域へと参画できるよう、
支援します。 
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（５）「新しい日常」への対応 
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、地域福祉活動の展開に制約を受け、活動

をする際にも感染拡大防止策を講じることが求められています。そのほか、新型コロナウ
イルス感染症拡大の影響により、オンラインツール※を用いたコミュニケーションの活性
化がなされるなど、私たちの日常生活も変わりつつあります。 
これらの「新しい日常」が社会全体で進められる中で、本市でも必要な対応や対策を考
慮しながら本計画を推進することとします。 
 

 

 

２ 計画の管理と評価 
本計画が、より実効性のあるものとなるためには、計画の適切な進行管理が必要となりま

す。そのため、計画の進捗に関する審議・評価を庁内外の機関と連携して行うこととします。 
また、各地域の課題や特性に応じた計画推進状況の把握や方向性の再検討を行うとともに、
委員会を通した地域間の情報共有や連携の強化を図っていきます。 
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資料編 
１ 用語集 
 

用 語 意 味 初出 
ページ 

アウトリーチ 
支援が必要であるにも関わらず自発的に支援を求める
ことができない人に対し、行政や支援機関などが積極的
に働きかけて情報・支援を届ける手法のこと。 

56 

オンラインツール 
インターネットを介して、遠隔で仕事をしたり、遠くの
人たちとビデオ通話をしたりするために使用されるア
プリケーションのこと。 

65 

サロン活動 高齢者がいきいきと暮らすための地域での高齢者の集
い・通いの場をつくる活動のこと。 42 

自主防災組織 
地域住民による任意の防災組織をいう。主に町内会（自
治会）等が母体となって地域住民が自主的に連帯して防
災活動を行う任意団体のこと。 

53 

児童相談所 児童の福祉に関する専門機関。児童に関する様々な相談
を受けるほか、必要に応じて児童の一時保護を行う。 61 

社会資源 福祉ニーズの充足のために利用される施設・設備や、福
祉活動に協力する人材等のこと。 45 

社会福祉協議会 市町村単位で設置され、社会福祉を目的とする法人格を
持った住民主体の民間組織のこと。 ４ 

重層的支援体制整備事業 

地域の課題が複雑化・多様化する中で、従来の支援体制
ではケアしきれないケースが発生しており、それらに対
応するために市町村が創意工夫をもって包括的な支援
体制を円滑に構築・実践できる仕組みをつくるため、社
会福祉法に基づき令和３年４月より実施されることに
なった新たな事業のこと。 

１ 

生活支援コーディネーター 

高齢者の生活支援・介護予防の基盤整備を推進していく
ことを目的とし、地域において生活支援・介護予防サー
ビスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を
果たす者のこと。 

45 

地域福祉推進員 民生委員・児童委員と協力・連携し、地域福祉の推進役
として活動する地域を見守る者のこと。 54 
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用 語 意 味 初出 
ページ 

発達障害 
生まれつきみられる脳の働き方の違いにより、幼児のう
ちから行動面や情緒面に特徴がある状態のこと。自閉
症、アスペルガー症候群、学習障害などが含まれる。 

48 

ひきこもり 人間関係を取り結ぶことに悩み、学校、社会、知人、親
などから逃避し、人間関係を拒絶している状態のこと。 43 

福祉教育 

学校の児童・生徒に限らず、地域の住民等の福祉の心を
育てる教育。福祉問題に目を向けた学習を通して地域福
祉への関心と理解を深め、福祉問題を解決する力を身に
つけることをねらいとしている。 

36 

プラットフォーム 

ある共通の目的の遂行を目標とし、それぞれの組織や人
が主体的に参加し、その専門性や得意分野を活かし合っ
て、実質的な役割を担いながら、目標の達成を目指す協
働の場のこと。 

56 

放課後児童クラブ 

小学校に就学している児童で、その保護者が労働等によ
り昼間家庭にいない場合に、授業の終了後に学校の余裕
教室や専門施設に指導員を配置し、適切な遊び及び生活
の場を提供して子どもの健全な育成を図る。 

50 

保護司会 犯罪者などの改善・更生を助け、犯罪予防のための保護
観察に当たる者である「保護司」が所属する場所。 60 

マッチング 共通の目的や、互いに恩恵を受け合える関係性の人達を
つなぎ、引き合わせること。 56 

ヤングケアラー 

支援が必要な家族がいる場合に、大人が担うような責任
を引き受け家事や家族の世話、介護、感情面のサポート
などを行っている１８歳未満の子どものこと。それに伴
い育成過程に支障が出るなど、社会問題化している。 

３ 

要配慮者台帳登録制度 

高齢や障害などで必要な支援がなければ避難すること
が困難な人（避難行動要支援者）に、あらかじめ登録し
ていただき、地域の支援団体（民生委員・児童委員、地
域福祉推進員、消防署、警察署、自主防災組織など）と
その情報を共有し、平常時の見守りや災害が発生したと
きの避難支援活動、安否確認に役立てる制度。 

24 

ワーキング 特定の問題の調査や計画の推進のため設けられた作業
部会のこと。 45 

ＤＶ 
一般的には家庭内に止まらず親密な関係にある（あっ
た）人から振るわれる暴力の意味。身体的暴力に限らず、
心理的な暴力、経済的暴力、性的暴力も含まれる。 

61 
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用 語 意 味 初出 
ページ 

ＮＰＯ 
Non-Profit Organizationの略で、ボランティア活動や
市民活動などの社会貢献活動を行う、利益の再分配を行
わない非営利の組織や団体のこと。 

64 

ＳＮＳ 
個人間のコミュニケーションを促進し、社会的なネット
ワークの構築を支援する、インターネットを利用したサ
ービスのこと。 

48 

８０５０問題 
８０代の親が５０代の子どもの生活を支えるといった
構造。親が亡くなることで、子どもが社会的に孤立した
り、経済的に困窮するといった課題を抱えている。 

３ 
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２ 輪島市地域福祉計画策定委員会条例 
（令和３年３月２４日条例第１号） 

 
 
（設置） 
第１条 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第１０７条第１項の規定に基づく輪島市地
域福祉計画（以下「計画」という。）の策定及び変更について調査審議するため、地方自治
法（昭和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づき、輪島市地域福祉計
画策定委員会（以下「委員会」という。）を置く。 
（所掌事務） 
第２条 委員会は、市長の諮問に応じ、計画の策定及び変更について必要な調査及び審議を
行い、その結果を市長に答申する。 
（組織） 
第３条 委員会は、委員１５人以内で組織する。 
（委員） 
第４条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 
（１） 市民関係団体を代表する者 
（２） 福祉関係者 
（３） 保健・医療関係者 
（４） 学校教育関係者 
（５） 学識経験を有する者及び識見を有する者 
（６） その他市長が必要と認める者 
（委員の任期） 
第５条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から計画を策定し、又は変更する日までとする。
ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 
（委員長及び副委員長） 
第６条 委員会に委員長及び副委員長１人を置き、委員長は委員の互選により、副委員長は
委員長の指名により定めるものとする。 

２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 
３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、
その職務を代理する。 
（会議） 
第７条 委員会の会議は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長がともにないと
きは、市長がこれを招集する。 

２ 委員長は、会議の議長となる。 
３ 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 
４ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決す
るところによる。 
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（意見の聴取等） 
第８条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴
き、又は資料の提出を求めることができる。 
（守秘義務） 
第９条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様と
する。 
（庶務） 
第１０条 委員会の庶務は、健康福祉部福祉課において処理する。 
（委任） 
第１１条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員
会に諮って定める。 

 
附 則 

この条例は、令和３年４月１日から施行する。 
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３ 輪島市地域福祉計画策定委員会委員名簿 
（敬称略） 

区 分 所 属 役 職 氏  名 

市民関係団体代表 輪島市区長会長会 会長 平野 眞人 

福祉関係者 

輪島市老人クラブ連合会 会長 棚田 一三 

輪島市民生委員児童委員協議会 会長 細川 正雄 

輪島市民生委員児童委員協議会 主任児童 
部会長 大瀧 和賀子 

輪島市身体障害者福祉協議会 会長 川渕 新一郎 

輪島市母子父子寡婦福祉協会 会長 吉岡 洋子 

輪島市社会福祉協議会 会長 上畠 忠雄 

輪島市手をつなぐ育成会 会長 坂下 美佐子 

社会福祉法人町野福祉会 理事長 福田 友昭 

保健・医療関係者 
能登北部医師会 会長 定梶 裕司 学識経験者及び識見

を有する者 
学校教育関係者 輪島市校長会 会長 小浦 孝行 

その他市長が必要と
認める者 

輪島市公民館連合会 会長 古今 幹人 

輪島市子ども育成会連絡協議会 会長 日南 靖 

輪島市ボランティア連絡協議会 会長 丹圃 俊記 

輪島市総務部防災対策課 課長 出坂 正明 
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４ 輪島市地域福祉計画策定経過 
 

年 月 内 容 

令和３年 
７月３０日 

【第１回輪島市地域福祉計画策定委員会】 
・輪島市地域福祉計画策定委員会の組織会 
・諮問事項「第３次輪島市地域福祉計画における基本計画」 
・「第３次輪島市地域福祉計画」策定のための市民アンケートについて 

令和３年 
８月２６日～ 
９月１３日 

市民アンケート調査の実施 

令和３年 
９月１３日～ 
９月２７日 

関係団体アンケート調査の実施 

令和３年 
１０月２５日 

【第２回輪島市地域福祉計画策定委員会】 
・「第２次輪島市地域福祉計画」の評価の報告 
・市民アンケート等の結果報告 
・「第３次輪島市地域福祉計画」骨子案について 

令和３年 
１２月１６日 

【第３回輪島市地域福祉計画策定委員会】 
・「第３次輪島市地域福祉計画」に係る計画の展開について 

令和４年 
１月１７日～ 
２月１５日 

パブリックコメントの実施 

令和４年 
２月２２日～ 
３月３日 

【第４回輪島市地域福祉計画策定委員会】 
・パブリックコメントの結果報告 
・「第３次輪島市地域福祉計画」（案）について 
＊新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、書面会議にて開催 
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